
福祉保健生活環境委員会会議記録

福祉保健生活環境委員長 井上 明夫

１ 日 時

令和２年１２月７日（月） 午前１０時３１分から

午後 ４時０３分まで

２ 場 所

第６委員会室

３ 出席した委員の氏名

井上明夫、大友栄二、御手洗吉生、阿部英仁、木田昇、河野成司、猿渡久子

４ 欠席した委員の氏名

藤田正道

５ 出席した委員外議員の氏名

高橋肇、小嶋秀行

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

福祉保健部長 廣瀬高博、生活環境部長 髙橋基典 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

及び については、可決すべきものと（１）第１２１号議案、第１２２号議案 第１２３号議案

いずれも全会一致をもって決定した。

請願１０については、採択とすべきものと全会一致をもって決定し、 につい請願１１

ては、賛成少数をもって不採択とすべきものと決定した。

（２）第１２８号議案については、可決すべきものと文教警察委員会に回答することに全会一

致をもって決定した。

（３）陳情２１について質疑を行った。

（４）新型コロナウイルス感染症について、第５次おおいた男女共同参画プランの策定につい

て及び第５期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定についてなど、執行部

から報告を受けた。

（５）閉会中の継続調査について所定の手続を取ることとした。

（６）大分地方気象台防災管理官立川真彦氏及び中津市民病院臨床研究部長武末文男氏を参考

人として招致し、意見聴取を行うことを全会一致をもって決定した。

（７）議員提案により制定された政策条例の検証について、次回の委員会にて検証を行うこと

とした。



９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 矢野順子

政策調査課政策法務班 主査 甲斐諒子



福祉保健生活環境委員会次第

日時：令和２年１２月７日（月）１０：３０～

場所：第６委員会室

１ 開 会

２ 生活環境部関係 １０：３０～１２：００

（１）付託案件の審査

第１２２号議案 大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について

（文教警察委員会合い議案件）

第１２３号議案 公の施設の指定管理者の指定について

（２）諸般の報告

①第５次おおいた男女共同参画プランの策定について

②第５期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定について

③大分県食品ロス削減推進計画の策定について

④第２次大分県青少年健全育成基本計画の改訂について

⑤第３次大分県動物愛護管理推進計画の策定について

⑥第４期大分県食育推進計画の策定について

⑦第５次大分県廃棄物処理計画の策定について

⑧第３次大分県きれいな海岸づくり推進計画の策定について

⑨大分県環境影響評価条例施行規則の一部改正について

⑩被災者住宅再建支援事業の制度改正について

（３）その他

３ 福祉保健部関係 １３：５０～１５：２０

合い議案件の審査（付託委員会：文教警察委員会）（１）

第１２８号議案 警察署の名称、位置及び管轄区域条例等の一部改正について

（２）付託案件の審査

第１２１号議案 公の施設の指定管理者の指定について

請 願 １０ 新型コロナウイルス感染症に伴う鍼灸マッサージ施術所への支援を求

めることについて

請 願 １１ コロナ禍からいのちと暮らしを守る年金支給を求める意見書の提出に

ついて

（３）付託外案件の審査

陳 情 ２１ 国内に医療用品を生産する国策会社を設立すべきとの意見書の提出に

ついて

（４）諸般の報告

①新型コロナウイルス感染症について

②第７次大分県医療計画について



③おおいた高齢者いきいきプラン（第８期）について

④大分県ひとり親と困難な生活環境にある子どもの支援計画について

⑤大分県障がい福祉計画（第６期）及び大分県障がい児福祉計画（第２期）について

⑥大分県ギャンブル等依存症対策推進計画について

⑦国保運営方針の見直しについて

（５）その他

４ 協議事項 １５：２０～１５：３０

（１）閉会中の継続調査について

政策条例の効果等の検証について（２）

（３）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、福祉保健生活環境井上委員長

委員会を開きます。

なお、本日は藤田委員が欠席です。また、本

日は委員外議員として小嶋議員に出席いただい

ています。

ここで、委員外議員の皆さまに申し上げます。

発言を希望される場合は、各説明事項及び諸

報告の区切りごとに、委員の質疑終了後に挙手

し、私から指名を受けた後、御発言願います。

進行状況を勘案しながら議事を進めていきま

すので、あらかじめ御了解願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案３件、文教警察委員会から合い議があった

議案１件、請願２件、陳情１件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

生活環境部関係の審査に入ります。

初めに、付託案件の審査を行います。

まず、第１２２号議案大分県自転車の安全で

適正な利用の促進に関する条例の制定について

ですが、関係する文教警察委員会にも合い議し

ていることを申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

議案書２３ページ、第河野生活環境企画課長

１２２号議案大分県自転車の安全で適正な利用

の促進に関する条例の制定について、委員会資

料にて御説明します。

お手元の資料１ページを御覧ください。

１条例制定の背景ですが、昨年１２月に策定

した大分県自転車活用推進計画に、ヘルメット

着用の促進や自転車損害賠償責任保険等への加

入促進など、総合的な対策の必要性を盛り込ん

でいます。

また、（２）ですが、本県における自転車事

故の特徴として、世代別では高校生の負傷者数

の割合が高く、学年別では高校１年生、時間帯

別では登下校中における事故が多くなっていま

す。

２条例の目的は、条例制定の背景を踏まえ、

自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者

の保護を図り、県民が安全に安心して暮らすこ

とができる地域社会を実現することです。

次に、３条例のポイントについて、３点御説

明します。

一つ目は、自転車の安全で適正な利用を促進

するため、県民総ぐるみによる自転車安全教育

等の実施です。第９条では、関係者は、自転車

利用者が自転車の安全で適正な利用に関する理

解を深めるため、交通安全教育や啓発を行いま

す。

二つ目は、自転車の利用に係る交通事故防止

・被害軽減対策です。第１２条では、夜間の反

射材使用や頭部保護帽子等の器具の使用につい

て努力義務としています。また、自転車で通学

する児童、生徒等が、乗車用ヘルメットを着用

することについても努力義務としています。

三つ目は、自転車による交通事故被害者保護

対策です。第１３条では、交通事故被害者の保

護を図るため、自転車利用者や未成年者を監護

する保護者、自転車貸付事業者等を対象に、自

転車損害賠償責任保険等に加入することを義務

化しています。

４施行期日について、県民への周知期間が必

要と考え、令和３年４月１日からの施行とし、

第１３条の自転車損害賠償責任保険等への加入

及び第１４条の自転車損害賠償責任保険等への

加入の確認等の規定は、令和３年６月１日から

の施行としています。

なお、本条例の条文骨子は、お手元資料２ペ

ージと３ページに記載しています。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

第２条の自転車の定義についてお尋木田委員

ねします。最近のモーター付きのキックボード

は結構スピードが出るんですが、歩道を走行し

ているのを見たことがあります。このモーター

付きのキックボードも道交法の対象になるのか

教えてください。
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キックボードについて河野生活環境企画課長

は、本条例の対象にはなっていません。

そういった乗り物が増えてくるんじ木田委員

ゃないかなと思うんですけれども、今後はそう

いったものも対象にすることを検討することは

ないですか。

自転車は道交法上の軽河野生活環境企画課長

車両と規定されています。キックボードについ

ては国の動向等を注視しながら、もし道交法で

いう軽車両や自転車の範囲に入ってくることが

あれば、その段階で検討します。

確かキックボードは道交法上の車両木田委員

になっているとは思うのですけれども。規定上

に何かあったような気が──法的なものはまた

確認していただいた方がいいと思うのですが、

大分でも走っているのを見ました。今後検討し

ていただいた方がいいかなと思うので、よろし

くお願いします。

道交法上の自転車の中河野生活環境企画課長

にキックボードが入るかどうかは、私も勉強不

足でした。

しっかりと確認して、対応していきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

施行期日についてお伺いしたいんで河野委員

すが、第１３条の損害賠償責任保険加入の義務

について、条例施行から２か月の猶予がありま

すけれども、この第１３条がずれることによっ

て第１４条、いわゆる確認の規定も当然ずれて

いくという考え方のようなんですが、これは周

知期間という考え方で６か月を置くべきだとい

うことでずらしたんでしょうか。

中学、高校の進学期が通学用自転車の購入期

と思いますが、そことずれが生じているわけな

んです。購入の時点で損害賠償責任保険に加入

する方がほとんどかと思います。義務化が始ま

るのは確かに６月なんだけれども、購入の時点

で既にこういう条例があるとお知らせするので、

自主的に入ってくださいという趣旨なんでしょ

うか。

施行に関しては、全般河野生活環境企画課長

的にはさきほど御説明したように、ヘルメット

の努力義務等を含めて４月１日からとしていま

す。ただし、保険加入については、義務化する

ので、しっかりと周知する必要性があると考え

ています。もちろん、これは今後条例が可決さ

れて、来年１月からいろんな関係機関等とこの

条例について県民の皆さんにお知らせをしてい

くことになると思いますけれども、やはり義務

化に関しては徹底してやっていきたいと思って

います。委員の言うとおり、４月に自転車を購

入される方、例えば、自転車通学生等があると

思いますけれども、ここについては若干、２か

月の差がありますけれども、我々とすれば、来

年からしっかりと、４月から６月の間も含めて

周知をやっていきたいと考えています。

条例化する意味なんですけれども、河野委員

基本的に罰則規定が設けられていない義務化に

ついて考えを聞きたい部分もあるんですね。条

例に規定して義務化することは、条例違反につ

いて言えば、罰則がなかろうがあろうが、より

重たい責任を課す。それが例えば、裁判等で争

われる場合について、条例違反の状態はそれだ

けしんしゃくされて、大きな責任を負う形にな

ろうかと思います。そういった意味で、今回、

義務化が６月からとすると、損害賠償等の義務

の発生を考えたときに、２か月の空白期間を生

じるが、このことについてどう評価されるのか

なと思うわけです。その辺の議論はされている

んですよね。

我々はこの条例を作成河野生活環境企画課長

するにあたり、行政はしかり、民間の関係者や

教育関係者等を入れた２９の団体で構成する検

討会議を設けて、施行期日をどうするかについ

てもしっかりと議論をしてきました。

今回、条例で唯一の義務規定はさきほど御説

明したとおり、自転車保険等への加入規定であ

り、罰則はなく強制力はないんですけれども、

加入しなければ条例違反となります。

まずは、県民の皆さまが条例に違反しないよ

うに条例をしっかりと周知することが大事であ

り、条例が可決されれば早速周知に関する取組

を進めていきたいと考えています。

具体的には、県で作成したチラシやポスター、

のぼり旗を活用しながら、警察や学校等の関係
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機関や交通安全協会、さらには自転車販売店等

を通じて、自転車利用者等に対する条例の周知

を図るとともに、自転車損害賠償責任保険等の

加入確認チェックシートもチラシに記載しなが

ら、保険等に関する情報提供を行って加入の促

進を図っていきたいと考えています。

ほかにありませんでしょうか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方はいいですか。井上委員長

今の関連です。第１３条及び小嶋委員外議員

第１４条の規定は６月１日からなんですけど、

条例の施行は４月１日で、保険に入るのは６月

からでいいですよという説明になるわけですよ

ね。これは例えば、保護者から「保険加入はな

ぜ４月からにならないのですか」と言われたと

きにどのような説明をしますか。

さきほど申し上げたと河野生活環境企画課長

おり、義務化は非常に強いものだと考えていま

す。条例をしっかりと周知するために周知期間

が必要だと、検討会議の中で意見が出ています。

努力義務の部分の施行に関しては、４月１日

からですけれども、やはり義務化については、

一定の周知期間がいるだろうと思っているので、

よろしくお願いします。

ちょっと分からないのが、４小嶋委員外議員

月から一部を除いて条例が施行されて、それに

基づいて、子どもたちも自転車を利用するし、

自転車を使わせるところも条例が適用になるん

ですけど、２か月間でも事故の可能性はありま

すよね。その場合の保険適用はないわけですよ

ね。しっかり安全を確保しようよと条例を制定

するんですけど、でも、万が一、事故が起こっ

た場合には６月からしか保険適用がないから、

２か月間は空白になるので、その間はどう補償

するのかという気がするんですけど。そういう

単純な議論じゃないんですか。

さきほども御説明しま河野生活環境企画課長

したけれども、周知に関しては、来年から取り

組んでいこうと思っています。義務化が６月か

らスタートするので、一般の自転車購入時に保

険加入をするなと言っているのではなくて、あ

くまでそこは自転車販売店等に、そういうとき

には一緒に加入の案内をしてくださいと広報は

していきたいと思います。義務化が施行される

時期までを周知期間として少し長めに取ってい

るということで、決して６月１日まで入るなと

いう指導をするわけではありません。

また、自転車通学生については、今回、保険

加入も同じように義務化になっていますけれど

も、ここは県の高等学校ＰＴＡ連合会が自転車

通学生に関して４月から保険に入っている状況

です。高校生はしっかりと、万が一、事故が起

きても４月から適用できるようにはなっていま

す。一般の利用者に関しては、今回、全ての利

用者に自転車用ヘルメット、あるいは頭部保護

帽子とか膝や肘等のいわゆるプロテクター、こ

うした被害軽減器具を着けるようにと努力義務

化しています。ヘルメットの着用と同時に、保

険加入についても来年からしっかりとやってい

きたいと思っています。

ほかに御質疑はありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないようですの井上委員長

で、質疑はこれで終わりますが、本案について

の合い議先である文教警察委員会からの回答が

まだありませんので、採決については、後ほど

行うこととします。

次に、第１２３号議案公の施設の指定管理者

の指定について、執行部の説明を求めます。

議案書２８ページ第１河野生活環境企画課長

２３号議案公の施設の指定管理者の指定につい

て御説明します。

資料４ページを御覧ください。

さきの第２回定例会の常任委員会において御

報告しましたが、生活環境部が所管する公の施

設のうち、大分県長者原園地及びおおいた動物

愛護センターのドッグラン及び多目的広場の２

施設が今年度末をもって指定期間の満了を迎え

ます。

令和３年度からの新たな指定管理者の指定に

あたっては、指定管理候補者選定委員会を設置

し、申請団体に対するヒアリング等が行われ、

慎重かつ厳正に審査が実施されました。

このたび、これらの施設の指定管理候補者を
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選定しましたので、地方自治法の規定に基づき、

指定の承認をお願いするものです。

まず、１大分県長者原園地についてです。指

定期間は、令和３年度から令和５年度までの３

年間です。申請のあった１団体について審査し

た結果、有限会社吉武建設を指定するものです。

提案価格ですが、指定管理者が管理する近隣

の長者原オートキャンプ場の利用料金で当該園

地を一体的に管理するためありません。

選定委員会では、募集要項に示した長者原オ

ートキャンプ場利用者の目標値を大きく上回る

目標を掲げており、その達成に期待できる提案

であることや新型コロナウイルス感染症対策の

徹底に加え、ワーケーション対策など、コロナ

禍での積極的なサービスの向上も計画するなど

時宜を捉えているなどの評価をいただいていま

す。

次に、２おおいた動物愛護センターのドッグ

ラン及び多目的広場についてです。指定期間は、

令和３年度から令和７年度までの５年間です。

申請のあった１団体について審査した結果、

九州乳業株式会社を指定するものです。

提案価格ですが、ドッグランの利用料金で管

理費用を賄う利用料金制を採用しているためあ

りません。

選定委員会では、隣接する敷地に本社があり、

緊急時のバックアップ体制がとられていること

や利用状況を分析し、利用者の増加やサービス

の向上につなげようとしており、動物愛護と適

正な飼養啓発を行うおおいた動物愛護センター

への理解が促進されるなどの評価をいただいて

います。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

長者原園地について伺いたいんです河野委員

が、利用料金制と言っても、その利用料金の収

入源が九重町管理施設のオートキャンプ場の利

用料金で、県管理の園地の管理もさせるという

構図になっています。これは債権債務の考え方

でいったときに、本来、管理者が園地の管理を

するという経費について、園地とは違うところ

の利用料金を持ってくるという構図をどのよう

に評価しているのか。

例えば、オートキャンプ場が大規模な自然災

害でしばらくの間、利用できなくなった場合に

は利用料金がそれだけ当然減るわけですね。そ

ういったときに、園地の管理費についてどうい

う処理ができるんですか。何らかの突発的なこ

とが起こった場合に、園地の管理費用について、

契約上、県に請求できるんですか。それはどの

ように考えていますか。

それでは、長者原園地橋本自然保護推進室長

について回答します。

まず、オートキャンプ場ですけれども、平成

３１年４月１日に県から九重町に無償譲渡して

います。それ以前は県の施設としてオートキャ

ンプ場と長者原園地を一体的に管理していまし

た。

平成３１年４月１日以降はオートキャンプ場

は九重町のものになりましたけれども、従前の

取扱いを継続していこうと、指定管理者につい

ては九重町と共同で、長者原園地も含めて一体

的な管理としています。

さきほど質問があった自然災害等の突発的な

事項に関して管理がどうなるのかについては、

指定管理者の契約上、そういった事態に応じて

個別に協議して、指定管理者の過度な負担にな

らないよう対応していきます。

これは債権と言いますか、権利、義河野委員

務の発生と費用の負担とがばらばらで、少なく

とも平成３１年以降このパターンでやっている

ということですが、どうなのかなと思います。

契約内容についてよく法務室と詰めておいた方

がいいんじゃないかなと思います。

さきほど申したとおり、権利――いわゆる指

定管理者の請求権をどのように発揮できるのか

については、きちんとした裏打ちがないとこれ

はちょっと怖い契約だなと思うので、よろしく

お願いします。

指定管理はここだけに限らず、大友副委員長

いろんなところでそうなんですけど、常任委員

会とかに諮るときに、もうちょっと資料的なも

の、収支――例えば、管理料がいくらとかの流
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れがないと理解できないです。これはそれぞれ

１団体からの応募があり、当然、選定委員会の

中でしっかりと選定しているものだと思われま

す。なので、指定については問題ないのかなと

思うんですけど、もうちょっと情報として中身

のあるものが欲しいなと思いますので、一応要

望しておきます。

当然、その資料があると思います。後ほどで

いいので出していただきたいと思います。

指定管理の長者原園地橋本自然保護推進室長

について、今、御指摘をいただいた収支の関係

資料は後日提出しますけれども、取りあえず、

ここで概略を御説明します。

長者原園地については、さきほどから話が出

ていますけれども、隣接の長者原オートキャン

プ場と一体的に管理するということで、長者原

園地そのものには収入は発生しません。長者原

オートキャンプ場の収支で言うと、令和元年度

の収入は約２，５００万円です。そして、支出

が約２，３００万円となっています。

資料は別途提出させていただきます。

それでは、ドッグラ樫山食品・生活衛生課長

ンの収支について御説明します。

平成３０年度は、平成３１年２月からで収入

は３３万４千円、支出は４５万９千円で、収支

はマイナス１２万５千円です。また、令和元年

度は１年間あって、収入は２９１万９千円、支

出は３０８万６千円で、収支はマイナス１６万

８千円です。令和２年度はいろいろ――ＳＮＳ

を活用したりなどの広報を通して利用頭数が上

がっているので、今後、黒字に向けての見込み

は立っています。

ちなみに、令和３年度の年間の利用頭数の目

標を１万頭に設定しており、順次上げている状

況です。

要するに、選定委員会で審議した御手洗委員

結果がここに出ているわけですから、例えば、

話をしたように、選定委員会に出した資料を常

任委員会の資料として出していただければ、非

常に分かりやすい。これだけでは判断しろと言

ったって、判断のしようがないと思うんですが。

資料は今出せますか、それとも後日ですか。選

定委員会に出した資料を出してよ。

選定委員会に提出した河野生活環境企画課長

資料については、後日提出します。

後日でね――これを今から審査す御手洗委員

るというのに後日まで待つんですか。（「それ

だけの人が来ているんだから、すぐ分かるやろ

う」と言う者あり）

では、すぐ準備します。河野生活環境企画課長

（「委員長、ちょっと今のを保留にして、後で

また議論しましょう」と言う者あり）

それでは、ほかにありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員から何かありますか。井上委員長

さきほどドッグランについて小嶋委員外議員

収支の赤字が２か年ありましたけど、この補塡

はどのようにするんですか。

九州乳業については樫山食品・生活衛生課長

若干の赤字は出ていますが、本社の収益が順調

ですので、そちらから補塡しています。

動物愛護センターの収支でし小嶋委員外議員

ょ。本社からの補塡というのは、ちょっと意味

が分からないです。

県からの補塡は、今樫山食品・生活衛生課長

のところ考えていないということです。（「そ

ういうことじゃなくて」「受託したところの本

社が負担しています」「出すようになっている

んですね」と言う者あり）

委員外議員で申し訳ないんで小嶋委員外議員

すけど、補塡という意味合いがよく分からなか

ったので質問します。蓄積していて、今年度は

少し良くなっているということですけど、やっ

ぱり何百万円かの補塡がどこからかされている

ということで。補塡しているのが愛護センター

の指定管理と無関係なところから出ているとす

れば、それは疑義があるかなと思うので、その

辺を聞いたんですけど。

指定管理者を募集し樫山食品・生活衛生課長

た際の条件で、収入については事業収入で――

入場料収入がほとんどですけれども、それであ

げていただくことになっており、もし赤字にな

っても県からの補塡はしないという条件で募集

しています。そういう意味で、県からの補塡は
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考えていませんとお答えしました。（「九州乳

業が受託者なんで」「指定管理の契約上、指定

管理者に収入が入るのでそれでやってください

ねということで」と言う者あり）

よろしいですか。（「はい」と言井上委員長

う者あり）

それでは、本案の再審査及び採決井上委員長

は後ほど行うこととします。

次に、執行部より、報告をしたい旨の申出が

あったので、これを許します。

まず、①から⑧について説明をお願いします。

第５次おお佐藤県民生活・男女共同参画課長

いた男女共同参画プランの策定について説明し

ます。

お手元の資料５ページをお開きください。

１背景及び目的等ですが、現行の第４次おお

いた男女共同参画プランの計画期間が、令和２

年度末で終了することに伴い、これまでの成果

や社会経済情勢の変化を踏まえ、新たな計画を

策定するものであり、計画期間は５年間として

います。

２計画の概要ですが、総合目標として、男女

共同参画社会の実現を掲げて、基本目標Ⅰの男

女共同参画に向けた意識改革では、１男女の平

等と人権を守る環境づくりとして、多様な性の

あり方を認める教育・啓発、相談体制の充実な

どに取り組みます。

基本目標Ⅱ女性の活躍の推進では、２雇用等

の分野における男女共同参画の推進として、ラ

イフステージに応じたきめ細かな就業支援など

に取り組み、また、４男性の子育て・家事・介

護等への参画促進では、父親のコミュニティづ

くりの推進や、家事分担を考えるきっかけづく

りとなる広報・啓発の推進などに取り組みます。

基本目標Ⅲの男女が安心できる生活の確保で

は、１生涯を通じた健康支援として、健康アプ

リ「歩得（あるとっく）」等のＩＣＴの活用の

推進などに取り組みます。

３指標の見直しですが、現行の２５指標を２

６指標に見直し、男は仕事、女は家庭という考

え方に同感しない人の割合を６５％から７０％

に引き上げるなど、目標値の上方修正は１３指

標、男性の育児休業取得率の追加など、新規・

見直しは８指標です。

今後は、パブリックコメントでいただいた意

見の反映や、大分県男女共同参画審議会での議

論を進め、成案を来年の第１回定例会に上程す

る予定です。

第５期大分県地球都甲うつくし作戦推進課長

温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定につ

いて御説明します。

お手元の資料６ページをお開きください。

初めに、１計画の目的及び位置づけですが、

地球温暖化を防止する施策である緩和策の取組

をさらに強化するとともに、近年頻発する生命

や生活に関わる様々な気候変動影響に対処する

ための適応策の充実を図ることを目的としてい

ます。計画の位置づけの一つ目は、地球温暖化

対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体

実行計画、二つ目は平成３０年に施行された気

候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画で

す。

地球温暖化問題の深刻化が増す中、令和２年

度で終了する第４期大分県地球温暖化対策実行

計画を改訂し、県民一体となって温暖化対策に

取り組みます。

次に２計画の概要ですが、計画の期間は令和

３年度から令和７年度までの５年間です。

主な取組の一つ目は、緩和策です。家庭や事

業所のエネルギー消費量を実質ゼロにする新し

いライフスタイルの普及促進などの省資源・省

エネルギー対策や、企業等と連携したエコエネ

ルギーの導入及び利用の促進、また、二酸化炭

素吸収源となる森林の健全化を推進します。

二つ目は、適応策です。農林水産業分野にお

ける高温耐性品種への転換を図る取組、自然災

害分野における防災対策、健康分野における熱

中症を予防する取組など、分野ごとの気候変動

の影響に対処するための施策を推進します。

三つ目は、推進体制です。県民、事業者、市

町村、県、地球温暖化防止活動推進員等の各主

体が、それぞれの責任と役割を認識して、自主

的かつ積極的に取り組むとともに、各主体の取

組や課題、進捗等に関する情報を共有し、連携
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を図ります。

また、計画の目標としては、二酸化炭素排出

量を２０２５年度までに２０１３年度比で家庭

部門はマイナス２７％、業務部門はマイナス２

８％、運輸部門はマイナス２０％としています。

最後に、３今後のスケジュールですが、計画

策定会議等への意見聴取を行うとともに、パブ

リックコメントを実施し、県民の皆さまの御意

見を反映した内容としたいと考えています。計

画案については、本委員会で報告後、３月下旬

に計画の公表を予定しています。

引き続き、大分県食品ロス削減推進計画の策

定について御説明します。

お手元の資料７ページをお開きください。

初めに、１計画の目的及び位置づけですが、

食品の生産、消費の過程で大量に廃棄されてい

る食品廃棄物の発生抑制に資する施策や取組を

定め、消費者、外食産業等食品関連事業者や市

町村、県等が連携・協力し、県民生活や事業活

動等において食品ロスの削減を図ることを目的

としています。また、計画の位置づけは、令和

元年１０月に施行された食品ロス削減推進法に

基づく県の区域内における食品ロスの削減に関

する計画としています。

次に２計画の概要ですが、計画期間は、令和

３年度から令和７年度までの５年間です。

主な取組としては、一つ目、大分県における

食品ロス量の算出です。国の推計値を基に、県

内で発生する事業系・家庭系食品ロス量を算出

し、食品ロス削減目標を設定します。

二つ目は、推進施策です。発生抑制の推進と

して、環境教育アドバイザー等を活用した削減

意識の普及・啓発の拡充や、食品事業者の余剰

在庫等の未利用食品をフードバンクへ有効活用

する取組の支援等を行います。

三つ目は、各主体の役割と行動です。食品ロ

ス削減を推進するため消費者、事業者、市町村

や県等の各主体に求められる役割と行動を明確

にしました。

四つ目は、推進体制です。消費者、事業者、

市町村や県等が一体となって、食品ロスの削減

に向けた施策を推進するため、関係機関をメン

バーとする大分県食品ロス削減推進協議会を設

立します。

また、計画の目標としては、県内の食品ロス

量を、２０２５年度までに２０００年度比で、

事業系、家庭系ともに２５％減としています。

最後に、３今後のスケジュールですが、計画

検討委員会への意見聴取を行うとともに、パブ

リックコメントを実施し、県民の皆さまの御意

見を反映した内容としたいと考えています。計

画案については、本委員会で報告後、３月下旬

に計画の公表を予定しています。

第２次大分県青少河野私学振興・青少年課長

年健全育成基本計画の改訂の概要について御説

明します。

お手元の資料８ページをお開きください。

初めに、１背景及び目的ですが、この計画は、

本県の青少年健全育成施策を総合的に推進する

ため、平成２８年度から令和７年度までを計画

期間とし、施策の基本方向と取組を定めたもの

です。本年度は、計画の中間年であるため、プ

ラン２０１５等の見直し内容や社会情勢、青少

年を取り巻く環境の変化などを反映して見直し

を行うものです。

２計画の概要ですが、総合目標として「豊か

な心でよりよく生きようとするおおいたの青少

年」を掲げ、基本目標Ⅰの次代を担う青少年の

育成では、青少年の健全育成・自己形成支援の

取組として、スクールソーシャルワーカーやス

クールロイヤー等専門スタッフの活用など、教

育相談体制の強化を図ります。

また、社会にはばたく力の養成・環境づくり

では、くじゅうアグリ創生塾による農業の担い

手育成プログラムの実施など、次世代を担う産

業人材の育成に取り組みます。

基本目標Ⅱの青少年の健やかな成長を社会全

体で支えるための環境整備では、子育て支援等

の充実の取組として、第２子以降の３歳未満児

保育料を全額免除する市町村への助成により、

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、

子どもの居場所となる子ども食堂の継続的な運

営支援などを通じて、ひとり親家庭や子どもの

貧困問題対策の充実を図ります。
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基本目標Ⅲの個別の対応を必要とする青少年

への支援では、青少年の被害・加害防止と保護

の取組として、ながら見守りによる見守りの目

を増やすなど、子どもの登下校時の安全確保に

向けた取組の充実を図ります。また、青少年を

取り巻く有害環境への対応の取組では、近年、

インターネット利用の低年齢化が進んでいるこ

とから、低年齢層の子どもの保護者をはじめと

した大人に対するインターネット安全利用や家

庭でのルール作りなどの啓発を推進していきま

す。

今後は、大分県青少年健全育成審議会への意

見聴取を行うとともに、パブリックコメントを

実施し、県民の皆さまの御意見を反映した内容

としたいと考えています。計画案については、

本委員会で報告後、３月下旬に計画の公表を予

定しています。

第３次大分県動物愛樫山食品・生活衛生課長

護管理推進計画の策定について御説明します。

お手元の資料９ページをお開きください。

初めに、１計画の目的及び位置づけですが、

人と動物が愛情豊かに安心して暮らせる大分県

を目指し、動物の愛護及び管理に関する施策を

推進するために定めたものです。

位置づけは三つあり、一つ目は動物の愛護及

び管理に関する法律に基づく計画、二つ目は動

物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進

するための基本指針に則した計画、三つ目は、

安心・活力・発展プラン２０１５の部門計画で

す。

次に、２計画の概要ですが、令和３年度から

令和１２年度までの１０年間を計画の期間とし

ています。国の基本指針の改定にあわせて、お

おむね５年後に計画を見直します。

計画の主な取組は、動物愛護管理法の改正内

容や基本指針の施策展開の方向性を踏まえ、不

妊去勢手術や普及啓発等、平成３１年２月に設

置した動物愛護センターを中核とする施策を新

たに計画へ反映します。

目標ですが、国の指針目標が、殺処分頭数を

令和１２年度までに平成３０年度比５０％減と

なったのに合わせ、県も殺処分頭数削減を目標

とし、平成３０年度１，８５３頭から令和１２

年度までに９００頭以下とします。

３今後のスケジュールですが、市町村や動物

愛護推進協議会への意見聴取を行うとともに、

パブリックコメントを実施し、県民の皆さまの

御意見を反映した内容としたいと考えています。

計画案については、本委員会で報告後、３月下

旬に計画の公表を予定しています。

続いて、第４期大分県食育推進計画の策定に

ついて御説明します。

お手元の資料１０ページをお開きください。

初めに、１計画の目的及び位置づけですが、

この計画の目的は生涯にわたる健全な食生活の

実現と地域の食を育むため、食育に関する施策

や取組を定めたものです。

位置づけの一つ目は食育基本法及び六次産業

化・地産地消法に基づく県の食育計画、二つ目

は大分県食育推進条例に基づく計画、三つ目は

安心・活力・発展プラン２０１５の部門計画で

す。

次に、２計画の概要ですが、期間としては、

令和３年度から令和７年度までの５年間として

います。

次に主な取組ですが、基本的な視点は次の３

点です。

一つ目は、健全な食生活を実践できる県民の

育成として、おやこの食育教室などに取り組み

ます。

二つ目は、魅力あふれる地域の食づくりとし

て、郷土料理などの食文化の継承などに取り組

みます。

三つ目は、食を育む環境との共生として、農

林水産体験活動による生産者との交流などに取

り組みます。

これらの取組を通じて、自然の恩恵と食に関

わる感謝の念を醸成します。

目標は、県民の皆さまに食育をより身近に感

じていただき、実践につなげていただくよう、

第３期の目標としていた六つの力を統合し、三

つの力を身に付けることを目標としています。

具体的には、現行の食べ物を選ぶ力と地域食

材や旬の味がわかる力を統合した「えらぶ力」、
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地域の食文化を活かした料理が出来る力と元気

な体がわかる力を統合した「つくる力」、食べ

物のいのちを感じる力と食卓でマナーを学ぶ力

を統合した「たべる力」の三つです。

３今後のスケジュールですが、食育推進会議

への意見聴取を行うとともに、パブリックコメ

ントを実施し、県民の皆さまの御意見を反映し

た内容としたいと考えています。計画案につい

ては、本委員会で報告後、３月下旬に計画の公

表を予定しています。

第５次大分県廃棄物処御沓循環社会推進課長

理計画の策定について御説明します。

お手元の資料１１ページをお開きください。

初めに、１計画の目的及び位置づけの（１）

目的ですが、本計画は循環型社会を目指し、県

内における廃棄物の減量その他その適正な処理

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ことを目的とし、新たな課題であるプラスチッ

クごみへの対策や災害廃棄物の迅速かつ適正な

処理体制の確保を盛り込んでいます。

（２）位置づけとしては、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律第５条の５の規定に基づく法

定計画であるとともに、大分県環境基本計画の

廃棄物対策等に係る個別計画として位置付けら

れています。

次に、２計画の概要についてですが、（１）

期間は、令和３年度から７年度までの５年間で

す。

（２）主な取組ですが、現計画から強化した

施策にアンダーラインを引いています。まず、

一般廃棄物の現状・課題は、ごみ排出量は全国

平均よりも多く、再生利用率は平均より低いこ

とです。そのことを踏まえ、主な取組として、

①の分別回収・再資源化の促進として、市町村

や事業者と連携してプラスチックごみのリサイ

クル率向上を目指します。

④では、市町村を支援し、災害廃棄物処理計

画並びにマニュアルの策定・見直しを進めます。

次に、産業廃棄物の現状・課題ですが、不法

投棄などの不適正処理が依然として発生してい

ることや、最終処分率が下がらないことなどが

課題となっています。主な取組として、①の排

出抑制や減量化等につながる研究・技術開発等

を行う循環産業の開発支援を行う一方、③の監

視･指導の充実・強化では、ドローンや監視カ

メラ等の監視機器を活用して、最終処分場の立

入調査を強化し不適正処理の防止に努めます。

次に、目標ですが、一般廃棄物は、年間排出

量を平成３０年度の実績値に対し、約１１％削

減した３５万７千トン以下に、再生利用率は６.

３％向上させて２５．０％としています。産業

廃棄物は、年間排出量の増加を３％に抑え３４

２万トン以下に、最終処分率は現行計画の目標

値を引き継ぎ２．０％としています。

最後に、３今後のスケジュールですが、環境

審議会への意見聴取を行うとともに、パブリッ

クコメントを実施し、県民の皆さまの御意見を

反映した内容としたいと考えています。計画案

については、本委員会で報告後、３月下旬に計

画の公表を予定しています。

次に、第３次大分県きれいな海岸づくり推進

計画の策定について御説明します。

資料の１２ページをお開き願います。

資料の１計画の目的及び位置づけについてで

すが、海岸ごみの現状について理解を深め、海

岸漂着物対策等に行政をはじめ県民、関係団体

等が連携して総合的に取り組むことを目的とし、

海岸漂着物処理推進法第１４条に基づく法定計

画であるとともに、大分県廃棄物処理計画の海

岸における漂流・漂着ごみ対策に関する個別計

画として位置付けています。

次に、２計画の概要ですが、現計画が今年度

で満了することから、計画期間は令和３年度か

ら７年度までの５年間とし、現計画の基本理念

であるごみのないきれいな海岸づくりを通じて、

地域と環境が共生するうつくしい大分県を引き

続き目指します。

主な取組は、現計画で定めている四つの方針

の下、最近の取り巻く状況等を踏まえ、各種施

策を盛り込みます。

①の海岸ごみの円滑な処理の推進では、平時

の海岸ごみの回収に加え、災害が激甚化、頻発

化していることから、災害時に発生する漂着ご

みなどの迅速な回収、処理を行います。
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②の効果的な発生抑制対策の推進では、３Ｒ

（リデュース、リユース、リサイクル）の推進

を通じて廃棄物の発生抑制と適切な処分を確保

することにより循環社会の実現を図ります。

また、③の県民みんなで進めるきれいな海岸

づくりでは、その右にある令和元年度に実施し

た海岸漂着物の実態調査によると、漂着した人

工ごみの約７割がプラスチック類であり、その

約８割が陸域由来であったことから、内陸部の

県民に対しても広報・啓発を行いながら、海岸

クリーンアップ作戦を実施していきます。

次に、目標ですが、今回新たに海岸清掃参加

人数と１海岸当たりの人工ごみの量を目標指標

として設定し、目標値は表のとおりです。

３今後のスケジュールですが、市町村への意

見聴取を行うとともに、パブリックコメントを

実施し、県民の皆さまの御意見を反映した内容

としたいと考えています。計画案については、

本委員会で報告後、３月下旬に計画の公表を予

定しています。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

関連があるので、いくつかの計画に猿渡委員

ついて続けて質問します。

まず、男女共同参画の計画ですけれども、最

初の主な取組の１項目に多様な性のあり方を認

める教育とあります。この計画はいろいろな分

野に関連してくる計画で、ここは教育委員会も

関連してくるわけですけれども、私が気になっ

ているのは制服ですね。ジェンダーレスの制服

の導入を急ぐべきだと考えています。ボタンも

男女で違いがあるので、理想を言えば、ファス

ナーとか、リボンとか、そのあたりも含めて―

―少なくとも、ズボンかスカートか選べるとか

ですね。性自認が違う場合にスカートをはくの

が非常に苦痛だということもあるので、制服の

問題。

それと、トイレの問題。多目的トイレがどの

くらい学校に普及しているのか、その辺も気に

なっています。

それと、この計画の中でもう１点、ＤＶ、性

犯罪、性暴力、これは後にも若干計画の中に出

てきましたけれども、今、やはりコロナ禍でＤ

Ｖ、性暴力が心配されています。なかなか見え

づらいし、相談しづらい状況にあるかと思いま

す。その辺のところで、ＳＮＳを活用した相談

が増えていますけれども、この性暴力やＤＶに

関して、若年層を含めて声をあげやすい、情報

を得やすい環境が必要かと思います。青少年健

全育成のところにも性暴力等が出てくるので、

関連するかと思います。

それと、食品ロスのところと青少年健全育成

のところで関連するかと思うんですが、やはり

コロナ禍でひとり親家庭などの子どもの貧困が

危惧されるわけですけれども、フードバンクの

活用がどういう形でＰＲ、周知されているのか。

本当に必要な方に行き届いて、そういう方に食

品が届くような取組が今求められていると思い

ます。子ども食堂などもこの健全育成の計画に

出てきますけれども、本当に必要な方が遠慮な

く受けられるフードバンクの支援、あるいは貧

困を引き継がないという意味での学習支援など

も大事になってくると思っています。

学習支援では、ＮＰＯが無料で学習支援をし

ている例もあるかと思うんですけれども、大分

でどのくらいあるのか。本来は学校で低学力の

子どもたちの学力をつけさせないといけないと

思うんですけれども、今のところ、そういう支

援も必要かと思っています。

３点ほど質佐藤県民生活・男女共同参画課長

問をいただきました。

まず一つ目、制服の問題ですけど、今のプラ

ンの中に具体的な記述はありません。今のプラ

ンの中では、さきほど御説明した、誰もが自分

の性的指向、性自認を尊重され、自分らしく生

きることのできる社会の実現を目指して教育、

啓発、相談体制の充実に努めるとしているので、

こういった政策を進める中で、制服についても

どのように取り扱っていくかについては教育委

員会と連携を図りながら進めていきたいと考え

ています。

２点目の多目的トイレについて、これは後ほ

ど教育委員会からどの程度整備されているかと
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いう資料をお届けしたいと思います。

３点目、ＤＶとか性暴力ですが、これはまず、

相談センターの存在を知られていないことが一

番大きな課題だと私どもは捉えています。そこ

で、まずはここで相談ができますよ、一人で悩

むことなく、いつでも相談していただけますと

今後しっかりと広報して、取組を進めていこう

と考えています。

食品ロスの御質問都甲うつくし作戦推進課長

がありました。

計画策定に関しては、今、大分県に二つのフ

ードバンクがありますが、そちらの関係者にも

入っていただき、フードバンク活動やフードド

ライブ、子ども食堂等の自治体との連携、それ

から事業者等から発生する余剰在庫や納品、販

売期限切れなどの食品、家庭で余っている食品

を無償で提供するなどの未利用食品等の有効活

用を促進するよう関係者で協議をしています。

フリースクールの河野私学振興・青少年課長

関係ですが、ＮＰＯ法人などの諸団体が運営し

ているフリースクールが今１７か所、県内にあ

ります。フリースクールをはじめとして、貧困

家庭の子どもの学びの保障からいじめ対策、不

登校対策など、全般的にやらないといけないこ

とが多くあります。当課は青少年健全育成全般

を所管していますが、教育委員会ともしっかり

連携しながら、子どもの学びの保障につながる

ような施策をしっかりと展開しようと思ってい

ます。

数値目標を立てているもので、現況河野委員

が記載されていないものについてお伺いしたい。

まず、地球温暖化の問題。２０１３年度比で

２０％等の削減目標を掲げているわけですけど、

直近で分かっている状況を教えていただきたい。

もう一つ、食品ロスの現況についても教えて

いただきたい。

それから、動物愛護の殺処分頭数、これも最

新の状況が出ているんじゃないかと思います。

出ていなければ、今年度の例えば区切りのいい

ところ、半年分とかで分かるものを教えていた

だきたい。以上、よろしくお願いします。

まず、地球温暖化都甲うつくし作戦推進課長

対策、県内の温室効果ガス排出量について、平

成２９年度のデータが直近になるんですけれど

も４，２２７万１千トンになり、第４期大分県

地球温暖化対策実行計画の基準年度である平成

２５年度比で９．９％減となっています。この

数値は４年連続で減少しており、順調に削減が

進んでいると考えています。

それから、食品ロスですが、今回、大分県内

の食品ロスを算定しました。県内の食品ロス量

は平成２９年度が最新のデータになるんですけ

れども５万９３７トンで、内訳は事業系が２万

４，１１９トン、家庭系が２万６，８１８トン

となり、県民一人当たり大体毎日１２４グラム、

茶わん１杯弱ぐらいを廃棄している状況です。

今回、これからの５年間で２０００年度比を

基準に減らしていく計画にしています。

殺処分頭数の現況に樫山食品・生活衛生課長

ついて御説明します。

平成３０年度は、犬、猫合わせて県下で１，

８５３頭の殺処分がありました。令和元年度は、

動物愛護センター開所における県民の期待から、

残念ながら一時的に猫の持込みなどが増加して、

２，２７１頭と増えています。しかしながら、

令和２年度、９月末――半期で犬、猫合わせて

８６４頭です。倍にすると、大体前々年度、平

成３０年度のレベルに戻っています。動物愛護

センターの啓発活動であったり、さくらねこ等

の不妊手術等の効果が少しずつ現れているのか

なと思います。

２０１２年度の９００頭以下にはまだ及びま

せんが、１０年かけてその目標に近づけていき

たいと思っています。

それではまず、地球温暖化の部分で河野委員

すけれども、さきほど県内で４，２２７万１千

トンで、２０１３年ベースで９．９％のマイナ

スという話がありました。２０２５年までに２

７％、２８％、２０％のそれぞれの削減に向け

ては、さっき順調だという話があったんですけ

れども、これは目標達成が見えているんでしょ

うか。９．９％からはまだ高いと思いますが、

目標達成ができるでしょうか。３年前で９．９

％だったものがあと５年でここまでいくのかな
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と、率直な疑問です。

それと、食品ロスの関係ですけれども、２０

００年度比で平成２９年の最新のものがどの程

度の達成率になっているのかお聞かせください。

それから、動物愛護の関係ですけれども、１

０年間で９００頭、約半数ぐらいにする目標で

いくということです。これについては具体的に

啓発等だけでいいのか、不妊、去勢手術の助成

とか様々なことを言われているんですけれども、

若干不安になる部分があります。

実は、県内だけではなくて、周辺の地域、特

に中国地方――山口とかは野犬が非常に多くて、

野犬対策が県政課題になっているということも

聞いています。そういったところで、厳しい対

応をすればするほど、大分県内にしわ寄せが出

てこないかなと心配しています。

以上の点について、教えてください。

まず、温暖化の数都甲うつくし作戦推進課長

値は、今、計画では２０３０年度に２０１３年

度比で３５％減という目標を立てています。で

すから、順調という表現をしています。（「資

料は２０２５年のもの」と言う者あり）はい。

２０２５年度でこういった数値を目標として、

今回の計画では２７％、２８％、２０％と定め

ています。２０３０年度を目標に県内として全

体で３５％減ということにしており、これはあ

くまでも家庭部門、業務部門、運輸部門という

３分野の目標です。（「個別で何％」と言う者

あり）すみません、ちょっとお待ちください。

では、動物の御質問樫山食品・生活衛生課長

にお答えします。

さきほど御説明した半期で８６４頭の内訳で

すが、犬は５７頭で、猫は８０７頭です。すみ

ません、詳しい数字を持ち合わせていませんが、

７、８割は生まれたばかりの子猫と聞いていま

す。

大分県の状況、各県――国内の状況がいろい

ろ変わっており、犬に関しては、幸い、大分県

の飼い主は皆さんつないでいただいて、殺処分

頭数はずっと減ってきています。大分県の一番

の問題は、やはり何といっても野良猫の子猫が

持ち込まれて、その個体をどうしても処分しな

ければいけないという現状があります。

さきほど委員がおっしゃったとおり、啓発も

当然やっていますが、今、命の授業であったり、

小学校――小さい頃からちゃんと育てる方法、

また市町村に対する手術の助成がなかなか進ま

ないところであるんですけれども、それもやっ

てはいます。大分市は独自にやっていますし、

県は今、別府市と竹田市に助成をしています。

さきほど少し申し上げたさくらねこ事業は、

野良猫に関してボランティアと協働で動物愛護

センターで手術して地元に返す事業です。そこ

で、市町村にお手伝いいただき、市町村助成に

もつなげていきたいと考えています。

また、動物愛護法が改正になり、野良猫につ

いても周辺の生活環境を損なわなければ、引取

拒否ができるとなっています。入口対策として、

できれば引取拒否に関しても進めていきたいと

思っています。

温暖化ガスについ都甲うつくし作戦推進課長

てです。２０１３年度比で、最新のデータで家

庭部門が１６％減、業務部門で同じく１６％減、

運輸部門で１１％減となっています。（「すみ

ません、もう一回言ってもらえませんか」「実

績」と言う者あり）申し訳ありません。家庭部

門で２４．６％減で、業務部門で２５．８％減

で、運輸部門で０．２％増です。（「さきほど

のは目標やろう」と言う者あり）はい、さきほ

どのは目標に対しての数値でした。

それから、食品ロスですが、家庭系について

は、２０００年度が４万７，５２３トンで、事

業系については４万２２３トンですので、そこ

からを基準に目標を設定するように考えていま

す。

繰り返しになりますけれども、直近の実績と

しては、事業系で２万４，１１９トン、家庭系

で２万６，８１８トンです。

説明を聞いて、さらに混乱している河野委員

んですけれども、これはちょっと書面で出して

いただいていいですか。資料提供を要求します。

その方が分かると思いますので、よろしくお願

いします。（「はい、分かりました」と言う者

あり）
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８ページの青少年健全育成基本計画木田委員

の改定ですけれども、政策（７）の状況に応じ

た個別の支援の改定内容ですが、今回の定例会

で玉田議員のヤングケアラーの質問に対する福

祉保健部の答弁で、全国調査もこれから入ると

いうことでした。ヤングケアラーは正にここに

入ってくる大きな社会問題であると思います。

今回の改定でヤングケアラーのことが入るのか、

教えていただきたいと思います。

今の段階で具体的河野私学振興・青少年課長

に文面には入っていませんが、そういった趣旨

のことは入れています。また、ヤングケアラー

という文言を入れるかはしっかり担当部局と協

議しながら、最終案で検討させていただきたい

と思います。

大きな問題になっていますから、ぜ木田委員

ひ。これは入っていないですけれども、今後パ

ブリックコメント等行われるんでしょうか。

パブリックコメン河野私学振興・青少年課長

トは年明けからしますので、そのパブリックコ

メントの段階までにその辺についてはしっかり

検討したいと思います。（「お願いします」と

言う者あり）

ちょっとお聞かせいただきたい事項阿部委員

があります。

きれいな海岸づくりということで大変結構な

んですが、第３次ですから、第１次、第２次が

あり、そういう流れの中で、今、継続してずっ

とやっていると思います。その流れの中で、や

はりその都度パブリックコメントをしなければ

ならないのか、こういう手順を踏まなきゃなら

ないのかがまず１点。

それと、このきれいな海岸づくりは本当に大

切なことだし、ありがたいことだと思うんです

が、この計画を所管する生活環境部でどの範囲

ができるのか。

この計画の中に災害という言葉が出てきてい

るんですが、災害が起こった後の海岸は漂着物

が非常に多岐にわたっている。特に倒木はずっ

と上流から流れてきて、最後は一般の人では動

かせ得ないような場合がある。かつて、災害が

あった後、県下の海岸に漂着物が流れてきたと

きに、撤去にも相当費用がかかる、港湾課が担

当だと土木建築部に撤去していただいた経緯が

あります。どこまでこの計画の中でするのかな、

どの段階で線引きがされるのかを疑問に思うん

ですが、そこのところをお聞かせいただけない

ですか。

２点質問いただいたと御沓循環社会推進課長

思います。

まず、パブリックコメントまでしないといけ

ないのかについてです。パブリックコメントを

する趣旨として、やはり最近プラスチックごみ

が大きな問題となっていて、海岸にも漂着する

ことがありますが、このごみは内陸部から来て

いて、海岸に生活している人だけの問題ではな

いです。そういった問題について、より多くの

方の御意見を伺いたい。

それから、海岸周辺のＮＰＯ団体等は毎年粘

り強く清掃活動をしていただいているので、こ

ういったことも多くの県民に知っていただいて、

できれば協働、御参加いただきたいという趣旨

も含めて意見を伺うようにしています。

それからもう１点、特に災害時の対応につい

て、この計画でどの範囲ができるのかという御

指摘ですけれども、海岸は一部国の管理のもの

がありますが、県で言うと港湾課と河川課、そ

れから漁港漁村整備課、この三つの課でほとん

ど管理されています。災害が発生した場合には

各海岸管理者が回収、撤去事業を行うんですけ

れども、生活環境部で環境省の国庫補助事業の

災害時の回収処理のメニューを所管しているの

で、その予算を確保し、それぞれ管理者に令達

して、事業は管理者が実施しています。

今年の７月豪雨の際にも災害パッケージ等を

増額しました。あわせて国の国庫補助も増額要

求して、今、県と市町村の管理を全部合わせて

３９か所で回収作業が終了しています。

ということは、所管する部局とも十阿部委員

分連携を取ってやっているということですね。

漂着物、ごみの全てを１００％撤去できるとい

うことじゃないわけですね、この計画の今出て

いる部分については。そういう受け取り方でい

いんですか。
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各海岸の管理者と連携御沓循環社会推進課長

して、必要な予算を確保したので速やかに回収

するようにという連絡、連携が取れるようにし

ています。それに加えて、一昨年の法律の改正

で、漂流ごみについても補助のメニューが追加

されたので、県内には別府湾をきれいにする会

の清掃船とか国土交通省が持っている「がんり

ゅう」という、北九州から県北まで来る船があ

りますけれども、そういったところとも連携を

取りながら、漂着ごみだけじゃなくて、漂流ご

みも処理できる体制を取れるよう連携していま

す。（「連携を取っているわけね」と言う者あ

り）はい。

ほかにありませんか。（「委員長、井上委員長

よろしいですか」と言う者あり）

さきほど自転車条例の河野生活環境企画課長

関係で、木田委員からキックボードはどうかと

いうことと、小嶋議員から施行期日の関係の御

質問について補足します。

キックボードについては、遊具にあたり、今

回の自転車条例の対象にはなりません。ただし、

遊具を使って道路上で危険な行為をするときに

は、道交法上の禁止行為があるようです。キッ

クボードは、今回の条例で対象となる自転車に

は該当しないということで御理解いただきたい

と思います。

それからもう１点、施行期日の関係です。他

県の状況もお知らせさせていただきます。

本年４月１日現在で２６都道府県が自転車条

例を制定しており、施行日は、公布の日からお

おむね３か月ないし６か月となっています。た

だ、自転車利用者の保険加入の義務化をしてい

るのは１５都道府県あり、ほとんどのところで

保険加入の周知期間は公布から６か月となって

います。

さきほど御説明しましたけれども、本県でも

検討会議や法務室との協議の中で、やはり義務

化する上で十分な周知期間が必要ではないかと

いう御意見もあり、今回、保険については６か

月を施行期日として設けました。

罰則はありませんけれども、義務を課すこと

になるので、この６か月間に県民の皆さまにし

っかり周知するとともに、我々としては、福祉

保健部が所管している健康アプリ「歩得」を活

用して、保険の加入率がどの程度までいってい

るのかを調査することなどもこの期間中に実施

して頑張っていきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いします。（「ありがとうございま

した」と言う者あり）

ほかにありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、次に井上委員長

⑨及び⑩について説明をお願いします。

大分県環境影響評価条例施芦刈環境保全課長

行規則の一部改正について御説明します。

お手元の資料１３ページをお開きください。

初めに、１の改正の概要ですが、本年６月に

御説明したとおり、現在、太陽光発電所につい

ては、敷地面積２０ヘクタール以上の事業を条

例の対象にしています。

今回の改正は、自然環境保全上、重要な地域

を新たに特別地域として設定するとともに、そ

の規模要件を５ヘクタール以上に強化します。

特別地域としては、国立・国定公園等の自然公

園や、祖母・傾・大崩ユネスコエコパークなど

を指定します。

次に、２の大分県環境審議会についてですが、

改正案について、８月に諮問を行いました。審

議会における主な意見を記載していますが、特

別地域の範囲や対象規模要件の考え方等につい

ての意見がありました。

県の見解ですが、右側のとおり、特別地域は、

法や条例、条約等において自然環境の保護・保

全、生物多様性の確保が直接的な目的となって

おり、かつ、その範囲が明確に位置付けられて

いる地域を設定しました。

環境審議会における審議の結果、原案を適当

と認める旨の答申をいただいています。

続いて、３のパブリックコメントでの主な意

見ですが、特別地域の範囲や対象規模要件の強

化による経済活動への影響を懸念する声が寄せ

られました。

②の経済活動への影響についての県の見解で

すが、条例は事業の実施を規制するものではな
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いため、特別地域内であっても環境に配慮した

事業の実施は可能です。

豊かな自然環境を守り、持続可能な開発を行

うためには、より適切な配慮を求めることが必

要であると考えています。

次に、４の経過措置ですが、施行日前に電気

事業法に規定する工事計画届を行った事業やＦ

ＩＴ法の認定を受けた事業など、一定の要件を

満たす事業については、従前どおりとします。

最後に、５の今後のスケジュールですが、令

和３年１月に改正規則の公布、同年７月から施

行を予定しています。

大分県災害被災者住宅首藤防災対策企画課長

再建支援制度の改正について御説明します。

資料の１４ページをお願いします。

左上の表を御覧ください。先般の臨時国会に

おいて、国の被災者生活再建支援法が一部改正

され、これまで法が支援対象としてきた全壊及

び大規模半壊に加え、今回、損害割合が３０％

台の中規模半壊についても対象が拡大されるこ

とになりました。太枠網かけで囲った新設と表

示している部分です。御覧のとおり、基礎支援

金はありませんが、加算支援金として建設・購

入は１００万円、補修は５０万円、賃借は２５

万円を支給することとし、令和２年７月豪雨に

遡及適用されます。

対象範囲が広げられたことはありがたいこと

ですが、右の現行の県制度を見ると、県制度で

は損害割合２０％から４９％までを一括して半

壊として支援していることから、国と県の制度

で不均衡が生じる場合があります。

具体的には、支援法が適用される市町村では、

国の制度が優先されるので、仮に３０％台の今

回新設された中規模半壊では、これまで県の制

度では受けられた５０万円の基礎支援金が受給

できなくなります。また、損害割合２０％台の

方については、県の制度が適用されるので基礎

支援金が受けられるという逆転現象が生じるこ

とにもなります。

このため、改正の１点目は左下の表ですが、

これまで国の制度が適用される場合は県の制度

との併給は認めないこととしていましたが、今

回、支援法が適用された中規模半壊に該当する

方については併給を認め、これまでどおり５０

万円の基礎支援金を支給できるよう改正を行い

ます。あわせて、補修や賃借についても、これ

までの県制度と同等の支援となるよう、上乗せ

支援を行います。

二つ目は、これにあわせて県制度の半壊の枠

組みを国と同様に三つに区分するとともに、国

制度との均衡を図るため、建設購入については

２０万円引き上げ、８０万円を１００万円とす

る改正を行います。なお、県制度の改正につい

ても令和２年７月豪雨に遡及適用します。

以上で、説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

別に、御質疑等もないので、これ井上委員長

で諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

執行部の皆さまはお疲れさまでし井上委員長

た。

〔委員外議員、生活環境部退室〕

午前中の時間を過ぎましたが、生井上委員長

活環境部の審査の続きは福祉保健部終了後、１

５時３０分より行いたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにしたいと思井上委員長

います。

１２２号議案、それから１２３号議案も後ほ

ど採決します。

そして、委員の皆さんにお知らせです。

午後は、県内所管事務調査、福祉保健部及び

生活環境部の審査を予定しています。

初めに、大分県防災センター及び災害対策本

部会議室の所管事務調査を行いますので、１３

時にこの第６委員会室にお集まりください。

（「委員長ちょっといいですか」と言う者あ

り）
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さきほどまた調べるということで、阿部委員

それがために長くなっているんだと思うんです

けど、付託案件ですから、もう少し丁寧にやっ

てくれと。数字も何にも分からんで何かここで

ぽんと言って──付託案件は我々も少し慎重に

──諸般の報告とは違うわけですからね。そこ

のところはもう少し慎重にやりなさいよと、委

員長から申入れしておいてください。何かおか

しいよね。（「選定委員会で決まったからみた

いな」と言う者あり）

ついでに、以前検討委員会の名簿御手洗委員

をもらったんだけど、その名簿も一緒に午後に

出して。（「検討委員会の名簿と収支と、そう

いう少し細かい資料と言うか、判断できるよう

な資料という形で……分かりました」と言う者

あり）

厳正な審査をしたと言うけど、１者阿部委員

しかないのに、厳正も何もあるわけがない。で

あるならば、もう少し丁寧にどれぐらいの収支

があるのかぐらいは知らせてこんとね。

それでは、ここで、暫時休憩とし井上委員長

ます。

午後０時１０分休憩

午後１時４８分再開

休憩前に引き続き、委員会を開き井上委員長

ます。

これより福祉保健部関係の審査に入ります。

なお、本日は藤田委員が欠席です。また、本

日は委員外議員として高橋議員に出席いただい

ています。

それでは初めに、文教警察委員会から合い議

のあった第１２８号議案警察署の名称、位置及

び管轄区域条例等の一部改正についてのうち、

福祉保健部関係部分について、執行部の説明を

求めます。

第１２８号議案警河野こども・家庭支援課長

察署の名称、位置及び管轄区域条例等の一部改

正のうち、第２条は大分県婦人相談所の設置及

び管理に関する条例の一部改正、さらに、第３

条は大分県婦人寮の設置及び管理に関する条例

の一部改正となりますので御説明します。

議案書では３３ページですが、説明は委員会

資料で行います。

お手元の委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

今回の改正は、いずれも大分市の大字荏隈の

区域について、資料の図のとおり、来年１月１

６日から新たな町の区域として区切られること

に伴い、各条例に記載の大分県婦人相談所及び

大分県婦人寮の位置の表記を大分市大字荏隈字

栗迫４９８番地から荏隈町２丁目３番１号に変

更するものです。

施行日は令和３年１月１６日からを予定して

います。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の皆さん質疑はありま井上委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これよ井上委員長

り採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと、文教警察委員

会に回答することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち、井上委員長

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと、文教警察委員会に回答するこ

とに決定しました。

以上で合い議案件の審査を終わります。

次に、付託案件の審査に入ります。

第１２１号議案公の施設の指定管理者の指定

について、執行部の説明を求めます。

第１２１号議案公の施設幸福祉保健企画課長

の指定管理者の指定について御説明します。

議案書では２１ページから２２ページですが、

説明は委員会資料で行います。なお、追加資料

ということで、別途指定管理施設の収支状況及

び指定管理者候補者選定委員会名簿をお配りし

ています。

それでは、委員会資料の２ページを御覧くだ

さい。
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さきの第２回定例会の常任委員会において御

報告したとおり、福祉保健部が所管する公の施

設４施設の指定管理者が、今年度末をもって更

新時期を迎えます。

そのため、令和３年度から５年間の新たな指

定管理者の選定にあたり、公募方式については、

大学教授や税理士等から構成される指定管理候

補者選定委員会を設置するとともに、任意指定

施設についても、パブリックコメントや外部有

識者によるヒアリングを行うなど、慎重かつ厳

正に審査を実施しました。

こうした手続を踏まえ、４施設の指定管理候

補者を選定しましたので、今回、指定の承認を

お願いするものです。

まず、１大分県社会福祉介護研修センターに

ついてです。本施設は公募方式によるものです

が、応募団体は社会福祉法人大分県社会福祉協

議会の１団体であり、当該団体を指定管理候補

者としています。

表の右端の選定委員会における評価欄にある

ように、指定管理候補者選定委員会において、

当該団体は、これまでの経験や実績を活かして、

指定管理業務の安定的な運営が期待できるとと

もに、ＤＶＤ等を活用した学校現場等と連携し

て行う介護・福祉職場の魅力発信事業など、時

代のニーズに対応した提案内容が評価され、指

定管理候補者に選定されたものです。

なお、表の左から２列目の次期指定期間に係

る提案価格については、５年間で総額８億２，

２４１万５千円であり、これは９月議会で御承

認いただいた債務負担行為額と同額となってい

ます。

次に、２大分県母子・父子福祉センターにつ

いてです。本施設は任意方式であり、一般財団

法人大分県母子寡婦福祉連合会を指定管理候補

者として引き続き選定したものです。

表の右端の外部有識者からの意見等欄にある

ように、当該団体は、施設利用者である母子、

父子、寡婦を構成員としており、ひとり親家庭

等の状況及び生活実態に精通しています。また、

専門知識を有する職員を相談員に配置している

ことなどから、指定管理候補者とすることが妥

当であるとの御意見をいただいています。

なお、表の左から２列目の次期指定期間の提

案価格は、５年間で総額３，０４６万５千円と

なっています。

次に、３ページをお開きください。

３大分県聴覚障害者センターについてです。

本施設は任意方式であり、社会福祉法人大分県

聴覚障害者協会を指定管理候補者として引き続

き選定したものです。

表の右端の外部有識者からの意見等欄にある

ように、当該団体は、施設利用者である聴覚障

がい者やその家族等を会員としていることから、

聴覚障がい者の実情に精通しているとともに、

ニーズに応じたきめ細かなサービスの提供が期

待できます。また、手話通訳ボランティア団体

等と連携した事業実施により、施設を効果的に

管理運営することが可能であることなどから、

指定管理候補者とすることが妥当であるとの御

意見をいただいています。

なお、表の左から２列目の次期指定期間の提

案価格は、５年間で総額１億４，９８７万５千

円となっています。

最後に、４大分県身体障害者福祉センターに

ついてです。本施設は公募方式によるものです

が、応募団体は社会福祉法人大分県社会福祉協

議会の１団体であり、当該団体を指定管理候補

者としています。

表の右端の選定委員会における評価欄にある

ように、当該団体は、これまでの経験や実績を

活かして、指定管理業務の安定的な運営が期待

できるとともに、利用者の増加に向けた新規利

用団体の開拓や安全確保の取組などが評価され、

指定管理候補者に選定されたものです。

なお、表の左から２列目の次期指定期間の提

案価格は、５年間で総額２億７，０１０万５千

円となっています。

なお、今日お配りした資料について若干説明

します。

まず、一枚物について、これはさきほど言っ

た指定管理者の選定委員会で公募方式が二つあ

りました。これはそれぞれ社会福祉介護研修セ

ンターと身体障害者福祉センターの分で、構成
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メンバーは学識経験者３人、内部委員２人の５

人となっており、構成としては過半数を外部有

識者が占めることから、それぞれ施設業務の専

門的知識、業務面、財務面といった方々を選定

しています。

もう一つ、収支状況についての資料を追加し

ました。こちらは１ページ目で当該４施設の収

支状況、今回の指定管理期間の４年間分を掲載

しており、それぞれの収入と支出を計上してい

ますが、一つ訂正があります。

一番上の社会福祉介護研修センターの令和元

年度の数字が１億５，４４９万７千円となって

いますが、これは１億５，７３６万６千円で収

入支出は一致しています。この分は、その裏の

ページの内訳についても修正があるので、後ほ

ど差し替えたいと思います。

以下、各施設の指定管理期間及び管理施設と

収支状況、業務、それと場所等が分かる資料を

掲載しています。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

さきほど来、生活環境部でそういう阿部委員

話が出たので、収支状況をすぐ用意したとは思

います。収支状況を見たら、収入支出がプラス

マイナスゼロ、どういうことでゼロという数字

になるのか。全て４団体ともそうですね。

例えば、支出で残った項目で数字合わせして

いてゼロになっているのか、そこを教えてくだ

さい。

収支状況について、まず幸福祉保健企画課長

資料の２ページを御覧ください。

社会福祉介護研修センターについて、収支状

況の詳細は、平成３１年から令和元年度にかけ

ての部分について内訳を記載しています。さき

ほど御説明したように、収入は１億５，７３６

万６千円ですが、このうちの県の委託料と自主

財源、この施設については自主財源等の研修等

を行っていることもあるので、そういった収入

を合わせて合計となっています。

他方、人件費の内訳が９，０１１万１千円に

なりますが、人件費や施設管理費、それと当該

施設における研修等の事業費、こういったもの

を合わせ、最終的には収入支出との均衡を取っ

ている状況になっています。

平成２９年と平成３０年を見ても年阿部委員

度で金額が違いますが、人件費、管理費、事業

費は、その年度の収入に合わせて――はっきり

言えば帳尻合わせしているようにしか見えない

ですが。

詳細は、また担当課長か幸福祉保健企画課長

ら説明させたいと思いますが、当該研修センタ

ーは、さきほど御説明したように社会福祉協議

会という形でかなり他事業等もやっていると考

えています。

そういった中で、どういった形で人件費なり

を計算するかということになるので、全体とし

ては指定管理者という中で委託管理料以外のと

ころで自主財源の確保にも努めていただいてい

ると考えています。

これは付託案件だから、全体の案件阿部委員

に対して反対する理由はないけど、どうもそこ

の数――収支を何でこんなに合わせていくのか

な。社会福祉関係の施設だからこのように合わ

せていいのかな。いろんな事業をやれば、事業

に対しての収入と、いろんな人件費などかかる

費用が――当然かかる費用はかかる費用として

計上される。最後に合わせていっていることが

よく理解できないので、案件としては私は賛成

しますが、そこの理解できない部分は後で説明

してください。

特にどこかの項目で合わせている井上委員長

からゼロになると思いますけど、それが分から

ない。どこで合わせているんですかということ。

（「そうではない」「そうじゃないとゼロにな

るわけがない」と言う者あり）

県の委託料はもともと決ま廣瀬福祉保健部長

っていて、例えば、さきほど幸福祉保健企画課

長が説明しかけましたが、介護研修センターの

収入が１億５，１００万円程度あります。人件

費とか管理費とか、実際支出する分があります。

自主財源は３００万円余りあり、これが介護研

修センターを運営するにあたり、社会福祉法人

の持ち出し分で、それで補塡して収支が合って
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いる形になります。（「ほかのところから自主

財源をある程度入れるからプラスマイナスゼ

ロ」と言う者あり）はい、それがプラスマイナ

スゼロです。そういう収支の仕方です。（「ほ

かのところは」と言う者あり）

内訳を書いていないですが、例えば、聴覚障

害者センターも同じような作りになります。県

の委託料２，７６５万１千円とあります。それ

がまず固定で入る。それを基に運営するその他

の収入が若干あり、全体的に運営をしているよ

うな作りになっていると御理解いただければと

思います。（「その他の収入で……」と言う者

あり）

本当は２，７６５万１千円にプラス１３万１

千円を足してあげればいいですが、そこは個々

の団体が頑張って自分たちの収入を少しずつ充

てて運営しているといったイメージになってい

ます。（「もういいわ、後でもう少し教えて」

と言う者あり）

申し訳ありません。それでは、また後ほど。

（「どうせ合わせていっているんでしょうから

ね」と言う者あり）収支等細かいものが多分あ

ると思うので、その辺の損益部分のところです。

この資料を付けていただいて、指定木田委員

管理運営がどう行われているかが非常によく分

かるようになりました。

身体障害者福祉センターですが、以前どこか

で話したことがありますが、業務を見ると、自

主事業で温水プールの夏季開放時間が延長とあ

ります。社協の自主財源でニーズを捉え、確か

隔週で第２、第４金曜日か何かを延長してやっ

ている。そのことかはちょっと分からないです

が、私もある利用者から、この設備は非常に利

用しやすいと、障がいがある身にとって一般の

プールはなかなか行きづらく、唯一運動できる

のがここの温水プールである。もう少し開放時

間や日数とか増やしてほしいと要望を受けまし

た。これを見ると、社協がプラスアルファで自

分のところの持ち出しで延長していて、県は例

えば土日の分とか、年間この日数だけしか指定

管理料としては見ませんよという構成になって

いるのかどうか、教えてください。

この温水プール比護障害者社会参加推進室長

については委員の御指摘のとおり、利用者から

の要望等が毎回来る中で、それに応えられると

ころはないかと延長しています。

その上で指定管理自体は、今般説明のあった

とおり、５か年で改めて県と先方との間での契

約としています。その中で利用者はコロナの中

で一時的に落ちている部分はありますが、多く

の方に利用いただけるよう、自主的に団体は取

り組むということで改めて掲げています。温水

プールについても、要望があることを改めてし

っかりと先方にも伝えていきます。

そういう要望が本当に多ければ、指木田委員

定管理事業の中でもう少し提供できる期間をぜ

ひ見ていただき、社協の持ち出しが少しでも軽

減でき、また利用者のニーズに応えやすいよう

な運営になるよう配慮いただきたいと思います。

この収支は、今回４年間出ていま御手洗委員

すが、平成２８年から予算的にほぼ同じという

ことですが、事業を展開する中で、新たな事業

とか、もう終わった事業とかあるでしょう。一

番大事なところの取組をされていますが、予算

的なところは現場から上がってくることはない

でしょうか。それとも、決められた金額の中で

やるとなっているのでしょうか。

それともう１点、選考委員を見ました。この

中で外部が３人、内部が２人の中で、どうこう

言うわけではないですが、選考委員になってい

る課長が説明するのはいかがなものかと私は思

うのですが、どうでしょうか。

部全体の所管課長として全廣瀬福祉保健部長

体を説明する立場で説明しました。確かに言わ

れるとおり、内部委員の代表の一人ということ

なので、次回からしっかりその辺を考えていけ

たらと思います。

あと、決まった中でやろうとしているのかと

いう話ですが、それは個別の話があり、提案型

になるので、結構こんなことをやりたいという

いろんな事業の話の中で選考していく立場でや

っています。

個別の事業のと比護障害者社会参加推進室長

ころに関し、身体障害者福祉センターを例に説
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明します。

指定管理を行う中で、サービス改善提案事業

ということで、この施設をより多くの方々が利

用できるようにどういったことが提案できるか

を指定管理の選定の際に聞いています。

その中で、今年までの管理者は利用者の意見

をもっと吸い上げた上で、利用者のニーズに合

ったことをやっていくと。例えば、料理教室と

か研修会といったものに取り組んでいくという

提案がありました。

このコロナ禍の中で一時的に停止している部

分はかなり多いですが、それまではリピーター

と言うか、定期的にこの施設に来て活動するよ

うな方々に向けた取組を図っていました。来年

度についても、先方から改めて、例えば、ｅス

ポーツに関して取り組めることがないかといっ

た形で提案がありました。さらに煮詰めていた

だき、来年からの５か年の中で取り組んでいた

だく形でやっています。

ということは、県の担当が指定管御手洗委員

理者から要望を受けて、それに応じて対策を講

じるということでいいでしょうか。

このサービス改比護障害者社会参加推進室長

善事業は、実は額自体は大きな額ではないです

が、具体的には５００万円の中でやっていただ

いています。

その上で、さきほど部長等から説明がありま

したが、自主事業ということで利用者の取り込

み等を図ることで指定管理者自体にも取り組ん

でいただき、我々も状況等をチェックしていま

す。

最後に、５年間の予算を決めるわ御手洗委員

けですから、柔軟な対応をしておかないと、事

業そのものが時代にそぐわないようになるので

はないかと思われるので今聞いています。柔軟

に対応していただくようになりますか。

基本的には施設管理部分幸福祉保健企画課長

と事業部分があるので、施設管理部分は当然適

切な管理。事業部分は、さきほどの身体障害者

福祉センターについても、事業部分で要望があ

ればその辺を変えていくことはあるかと思いま

す。研修事業については、当然、年間を通した

アンケートとか、そういった要望があるので、

その中身に応じて内容を見直していくことはあ

るかと思います。

関連しますが、理解できるよう説明阿部委員

してほしいです。私どもがなぜ選定委員とかこ

ういうのを要求したかと言うと、指定管理を決

めるとき、例えば、さきほど生活環境部でも１

者しか入っていないのに厳正に選びましたとか

言っているんですよね。２者、３者あれば厳正

に選ぶでしょうけど、１者しかないのに、それ

もその前からずっと継続で来ていますよね。だ

から、そこのところの言葉がどうも私ども、あ

あ、そうですかで見過ごすことはできないとい

うことで、こういう要求をしたわけです。

例えば、社会福祉協議会だとか聴覚障害者協

会だとかいろいろ受けていますが、応募したの

はここしかないでしょう。これも初めてではな

いでしょう。その前から何回か応募してやって

いる。それなのにまた選定委員も組んで厳正に

やる。ここのところは果たして必要なのかとい

う感じがします。選定委員にしてもただではな

いですからね、それだけの手当がいりますから。

そこはどうですか。部長、私の質問が的外れ

か分かりませんが、私はふに落ちないけどどう

ですか。こういうことは無駄な部分があるので

はないかと言っていますが、それでも、なおか

つ県の行政として、無駄であってもやらなきゃ

いけないとお思いかどうか、聞かせてください。

事務的に無駄なこととか、廣瀬福祉保健部長

時間をかけて意味があるのかということもある

かもしれません。

指定管理制度は公募方式と任意方式という形

になっており、例えば１番目の介護研修センタ

ーの運営はどうするのかということで公募方式

にしています。過去――前回はほかの者も応募

がありました。その中でいろんな提案をしてい

ただく中で、今回、委員が言われるように１者

だけの応募でした。その中でもやはりある程度

の取組を、プラスアルファでどんなことが今か

らできるかを含めて議論しました。野放図にや

るつもりはないということを含めた上で、１者

でも、やはりそこは本当に適切かどうか、もっ
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とこういうことをした方がいいのではないかと

いう提案も含め、専門家から意見をいただきな

がら決めていったという経緯があると聞いてい

ます。

この選定をするとき、選定委員に前阿部委員

回と同様のこういう協会しかありませんでした

と説明した際に、どういうことをもう少し付け

加えた方がいいとか議論したのであれば、それ

が分かるものをいただければ、ああ、そうなん

だと我々も納得できます。前回なかったこうい

う部分を新たに議論しましたと、また、提案を

した協会に対して、前回と違ったこういう部分

を付加してやってもらうようにしたとか、私ど

もには、もう少し丁寧に説明していただきたい。

そこは今後よろしくお願いします。

なかなかそこまで気が回ら廣瀬福祉保健部長

ず申し訳ありません。当然の手続と思いながら

やっていることが、私ども足りなかったところ

だと思います。

福祉保健部だけではない、ほかの部阿部委員

局も同じことをやっていますから。

次回からしっかりとやって廣瀬福祉保健部長

いきたいと思います。

生活環境部をこの後また審査するの阿部委員

はそこなんです。簡単にぽんと出してきて説明

して、はい、認めてくださいと。それでは認め

られんよというところから再度審査するという

ことに今している。今後はそういうところに注

意して、ぜひ我々に分かるように説明して。お

願いします。

ほかに御質疑はありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員は御質疑はありません井上委員長

か。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ井上委員長

より採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案井上委員長

のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、請願１０新型コロナウイルス感染症に

伴う鍼灸マッサージ施術所への支援を求めるこ

とについて、執行部の説明を求めます。

お手元の緑色の請願文書表一丸医療政策課長

１ページをお開きください。

新型コロナウイルス感染症に伴う鍼灸マッサ

ージ施術所への支援を求めることについての請

願について御説明します。

現在、医療機関や介護・障がい者施設につい

ては、国の新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金等により、患者の診療に係る経費や、

感染防止対策に係る経費等に対する助成などの

支援がなされています。

しかしながら、より感染リスクが高い医療機

関や、クラスターの発生が特に懸念される介護

・障がい者施設等が対象になっており、現在、

鍼灸マッサージ施術所は制度の対象になってい

ません。

県では、あん摩・マッサージ、鍼灸等の事業

所に対する支援について、全国知事会を通じて

国に要望を行っています。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

６月の一般質問でも視覚障がい者の河野委員

生業という形の支援について質問しました。内

容は、仙台地裁の判決で、障がい者の鍼灸マッ

サージ師の養成学校があり、健常者を対象とし

た養成学校の設置許可が拒否された、いわゆる

却下された事案です。憲法上の争いで障がい者

の生活をどう認定するか、鍼灸マッサージ師の

皆さんが非常に厳しい収入状況の中にあって、

健常者がそこに入ってくることにより、さらに

収入低下が予想されることから憲法違反ではな

い、職業選択の自由を侵害していないといった

ことがあるという話をしました。

こういった方々の支援策、今回、特にコロナ

で身体接触を非常に危ぶむ声がある中で、収入

減が特に激しいこともあります。さきほど言い

ましたが、もともと大変少ない収入だと裁判所

も認めたわけですね。視覚障がい者の皆さんの

生業としてのマッサージ業について収入が非常



- 22 -

に低いと。

そういった現状の中でこの要望をいただきま

した。さきほどの国に要望していることはよく

分かっているので、他の都道府県においては、

単発、いわゆる単費の形の支援策も実施されて

いるところもあることも含め、もう少しそこの

ところの見解を伺いたい。

それから、衛生資材の供給について、本来鍼

灸師会は、共通した資材の共同購入とかをやり

たいということです。ただ、なかなかそういっ

たものが手に入りにくい状態にあることについ

て支援の要望もあがったということで、さきほ

ど国に対しての要望は経済的な部分だけだった

かと思いますが、県としての支援策の検討状況

を聞かせてください。

県としての検討状況ですが、一丸医療政策課長

経済的な支援は、さきほど委員がおっしゃった

ように、他県の例は承知していますが、そうい

った例も見ながら、これからというところです。

実施している自治体――都道府県もありますが、

実施しているところがかなり少ない状況です。

そういう状況も見ていきたいと思います。

また、資材については個別の話になりますが、

この団体から事前に御要望もあったので、資材

についてはマスクとか消毒液とかをよく使うと

言われていたので、そういったところの支援を

実際検討していました。

県単の検討――経済的な支援は、国河野委員

が実際に要望に応じていただけるまでの間がな

かなか厳しくなって、なおかつコロナ禍の影響

が長期化するという現実もあり、こういった医

療、介護の周辺部にある業種に関して言うと、

同じように非常に経済苦に陥っていることも勘

案いただきたい。

それから、資材の中で、マスク、消毒液につ

いて検討していたと言われましたが、これは具

体的に始められますか。

そういう検討を実際してい一丸医療政策課長

たので始めたいと思っていますが、こちらの請

願の状況等もあるので、その辺も含めて考えて

いければと思っています。

今、全国的に実施しているところが猿渡委員

少ないということでしたが、大分県は障がいが

ある人もない人も心豊かに暮らせる条例を持っ

ていますし、障がい者雇用率日本一を目指すと

いう点でも率先して行うべき、支援すべきだと

思います。

ある方が、私たちにとっての目は手ですとお

っしゃっていました。視覚障がいをお持ちの方

は、今、コロナ禍で、触ることで確認していく

という点でもリスクが高く、手袋等の資材の必

要性が高いと思います。手袋を必ずして、鍼灸

マッサージをしているところもあると聞くので、

やはり必要性が高いと思います。衛生資材を優

先的に入手できるようにと二つ目にありますが、

ここの点でも必要だと私は考えます。意見です。

私も請願者から直接話を伺い、大変木田委員

だなと感じました。奨学金も借りてやって、な

かなかそれも返せないような状況もあるとか、

いろいろ伺いました。

請願の１にある医療機関や介護施設と同様に

ということで、当初の慰労金でしたか、直接携

わった方が１０万円、それ以外は５万円という

のがありましたが、それが６月一杯か何かで線

引きされ、そこまでで切ったと思います。実際

何人に１０万円、５万円が今回給付されたか、

県の見込みより多かったのか少なかったのか、

その辺を分かれば教えていただきたい。

後でコロナの報告がありますが、今の第３波

がよほどひどいわけですよね。あのとき以上に、

それぞれの機関の従事者は苦労されていると思

います。知事会からもお願いしているというこ

とですから、その中でぜひ鍼灸マッサージ師の

ことも加えていただき、あのときは５万円いた

だいた方も中に入るかもしれません。今、第３

波で、ひょっとしたらその人は本当は１０万円

で良かったかもしれません。そういうことも考

えながら、新しい枠組みで鍼灸マッサージ師も

検討材料に入れていただくよう要望をお願いし

たいと思います。

慰労金に二日市審議監兼健康づくり支援課長

ついての御質問にお答えします。

医療従事者、介護、そして障がい福祉に携わ

る方々を対象に、７月末に全国で一番早く支給
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を始め、今のところ８万９，４００人ほどに支

払が済んで、額にして約７０億円です。

申請があった方には全てお支払し、ほとんど

の方に慰労金の支払は終わっています。

見込みより多かったか少なかったか。木田委員

当初７０二日市審議監兼健康づくり支援課長

億円程度と見込んでいましたが、大体見込みに

近いところです。

ほかに御質疑はありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員は御質疑はありません井上委員長

か。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ井上委員長

より、本請願の取扱いについて協議します。

いかがしましょうか。

〔「採択」と言う者あり〕

継続審査という御発言はありませ井上委員長

んでしたので、採決についてお諮りします。

本請願は、採択すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本請願は、採井上委員長

択すべきものと決定しました。

次に、請願１１コロナ禍からいのちと暮らし

を守る年金支給を求める意見書の提出について、

執行部の説明を求めます。

請願文書表の２ペー今仁保護・監査指導室長

ジをお開きください。

コロナ禍からいのちと暮らしを守る年金支給

を求める意見書の提出について御説明します。

公的年金制度については、国において、制度

の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の

確保を図り、将来的に安心な年金制度を構築す

るため、社会経済情勢の変化に対応した保障機

能の強化等所要の措置が講じられています。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

年金はどんどん引き下げられ、物価猿渡委員

と賃金との低い方に合わせるとなっていて、物

価が上がっていても賃金が下がっていれば、そ

の下がった賃金に合わせて年金を下げる仕組み

になっています。

年金生活者の暮らしは厳しく、高齢の方々が

道路工事だとかいろいろな場面で暑い中、寒い

中、働かれ、非常に大変だなという状況を見る

ので、ぜひこれは必要なものだと私は思ってい

ます。意見です。

この請願の気持ちはよく分かります木田委員

が、以前、物価水準が下がっているとき、年金

の支給水準を下げなかった時期がかなりの期間

あったかと思います。最終的には合わせますけ

ども、その間、給付されてきた年金額は、年金

制度自体、全体に影響があったのではないかと

思うんですよね。今回ひょっとしたらコロナの

関係で賃金水準はがた落ちして、それで初めて

賃金水準の低落に合わせる年金水準になるので

はないかという心配があるということですが、

それをまた年金制度で据え置くことにすると、

また前回のような形になってしまうのではない

かという心配があります。気持ちは分かります

が、年金制度の中でというのは厳しいかなと思

います。

それ以外の方法としては、消費税が上がった

分についても、年金制度と違う枠で給付という

形を取ることもあったと思うし、福祉給付金―

―臨時福祉給付金だったですか、そういったこ

ともありました。もし賃金下落に合わせるよう

な年金決定がされるような状態が懸念されれば、

年金制度自体とは違う枠組みで別の方法を考え

るのも一手ではないかなと思います。そういう

ことも含めて国に要望するということであれば

いいですが、年金制度自体をというのは少し難

しいかなという気がしました。

参考までですが、この請願内容大友副委員長

は２０２１年度年金改定は減額しないこととい

うことですが、１１月２１日付けの大分合同新

聞で公的年金据置きへということで、もう記事

になっています。内容は、２０年の物価は小幅

に上昇する見通しだが、賃金の指標は横ばいの

見込み。この場合、改定ルールに基づき据置き

となるということで、こういう記事も出ている

ので、参考にしていただけたらと思います。
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さきほど年金制度の中では難しいと猿渡委員

いう御意見がありましたが、ここの中にも書い

てあるように、年金積立金は１２０兆５千億円

の基金があると。これは去年の夏は２００兆円

あったということですが、株に投資して減った

ということです。それだけ基金があるので、そ

の基金を計画的に取り崩すことも含め、年金制

度の中で可能だと私は考えています。

ほかに御質疑はありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員は御質疑はありません井上委員長

か。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ井上委員長

より、本請願の取扱いについて協議します。

いかがしましょうか。

〔「採択」と言う者あり〕

それでは、採決についてお諮りし井上委員長

ます。

本請願は、採択すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ井上委員長

り採決します。

本請願は、採択すべきものと決することに賛

成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成少数であります。井上委員長

よって、本請願は、不採択とすべきものと決

定しました。

以上で、付託案件の審査は終わりました。

次に付託外案件の審査に入ります。

今回は陳情が１件です。

それでは、執行部から説明をお願いします。

お手元の桃色の陳情文書藤内感染症対策課長

表１ページをお開きください。

国内に医療用品を生産する国策会社を設立す

べきとの意見書の提出について御説明します。

国内においては、中国等の海外に依存する医

療用品の製造・輸入が、新型コロナウイルス感

染症の拡大により停滞した事案が報告されてい

ます。

その一方で、あらゆる緊急物資の需要爆発に

対応するための供給キャパシティを平時より備

えることも非現実的であり、平時と危機におい

てそれぞれに適した対応を行うことが重要とな

ります。

このような観点を踏まえ、現在、国において、

個別の医薬品の製造工程の把握や製造の複数ソ

ース化、サプライチェーンの国際展開等を各社

に要請するとともに、支援を検討しています。

県としては、その動向を注視していきたいと考

えています。

以上で説明は終わりました。井上委員長

この陳情について、御意見等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員は御質疑はありません井上委員長

か。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御意見等もないので、これを井上委員長

もって意見聴取を終了します。

次に、執行部より、報告をしたい旨の申出が

あったので、これを許します。

まず、①について説明をお願いします。

委員会資料４ページをお藤内感染症対策課長

開きください。新型コロナウイルス感染症の現

状について報告します。

まず、世界の状況ですが、６，６３７万人以

上の感染、１日に７０万人で、まだ感染の勢い

が止まらない状況となっています。国内の状況

も心配のとおり第３波がまだピークをなかなか

迎えない状況で、各地域で感染拡大し、全国で

１６万人を超える感染者と２，３５９人の死亡

者を確認しています。

お手元の資料には上位７都道府県の数値を示

しており、大分県はその下に県内の発生状況と

して示し、昨日時点で３９７人の感染者を確認

しています。

人口規模が違うので、順位はあくまで参考で

すが、現在、全国で３３番目で、第１波、第２

波と比較的県内では感染をうまく抑えられたこ

とから、大体３９番目、本当にずっと下位にあ

って非常に落ち着いていましたが、第３波、特

に１１月終わりから１２月にかけ、新規感染者
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数が増え、残念ながら順位を上げています。

その下の県内の発生状況を御覧ください。

入院が９４人、これは昨日は新規感染者が１

９人でしたが、その方々が全員入院した場合の

数字です。１２月に入ってから感染が確認され

た方の中で無症状の方とか軽症の方、そして、

６５歳未満の基礎疾患のない方は宿泊療養も完

備しているので、実際はこの９４人ではなく、

それより少ない方が現在入院しています。

また、この宿泊療養も非常にうまく運用され

ており、現在５７人の方に宿泊療養を利用いた

だいています。

これまでに２４３人が退院し、残念ながら３

人の方が亡くなられています。

第３波は、お手元のこの下の表では１１月６

日頃から県内において始まったと見ていますが、

１１月、１か月で１３６人の感染を確認し、大

分市、別府市をはじめ県内各地域で感染者が確

認されています。

右側に会食関連、高校生、職場、いろいろ書

いていますが、これまで第３波においては六つ

のクラスター事案の感染を確認しています。会

食、高校、製造業の職場、飲食店など、あるい

は接待を伴う飲食店でのクラスターといったこ

とが確認されています。

１２月に入ってからは連日２桁の感染者を確

認しています。特に１２月２日あたりから見て

いただくと、別府市が６人、１２月３日も６人、

４日が９人、５日が１２人、昨日が６人と別府

市内での――これまでは大分市が最も感染者が

多かったですが、別府市内での感染者が増えて

きているところが大変気になる状況です。

次のページを御覧ください。

まず、上の少し複雑なグラフですが、棒グラ

フは１日当たりの全国の新規感染者数、それか

ら、太い折れ線グラフは１週間の平均です。曜

日によって検査件数や報告される患者数が大き

く動くことから、１週間分を平均して出したの

がこの折れ線グラフです。まだ第３波がピーク

を迎えたとは言えない、まだまだこの先増える

のかという状況です。

点線で示したものは退院した患者と言うか、

療養が終了した患者です。

その下のグラフは県内の状況で、第１波と第

２波、第３波の規模の大きさがこれで見て取れ

ます。

一番下は現在の療養者数で、昨日現在１３２

人が療養中で、これは第１波、第２波と比べれ

ば３倍近い療養者の数となります。

次の６ページを御覧ください。

今、感染者数が増えていることに加え、もう

一つ我々が大変懸念しているのは、感染経路不

明者の割合が徐々に増えてきていることです。

一日一日の数字を示していますが、１１月２８

日、これは県内で最も多い、当時１８人の感染

者を確認した例ですが、このときに感染経路不

明者７人、その後、２、３、４と来て、７、７、

９、８、９という状況で、ここ１週間、感染経

路不明者の割合が増え、現在高止まり状態にあ

ります。

感染経路不明者が増えているということは、

実際に我々の周りでどなたが感染していてもお

かしくない状況と言えると思います。

特に会食を通じての感染例が最近増えている

ことから、ずっとこれまで県民の皆さまにも会

食における感染リスクを避けるお願いをしてき

ていますが、なかなかその効果が見えてこず、

こうした県内における感染が高止まりしている

状況です。

以上、簡単ですが、現在の感染状況について

御説明しました。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

感染経路不明者が増えているという猿渡委員

ことで本当にそこは心配ですが、感染経路を追

う、接触追跡調査を専門に行うトレーサーが必

要ではないかという意見があり、日本共産党は

そこを要求しています。大分県にはそういう専

門のトレーサーがいますか。

実際に専門のトレーサー藤内感染症対策課長

がいるわけではないですが、各保健所の保健師

が第１波、第２波と経験を積み、効率よく過去

２週間遡って行動歴を尋ねる中で感染のリスク
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はなかったか、あるいはその方が接触した人が

どのような接触で濃厚接触なのか、そうでない

のかをきっちり調査しています。

そうした中で、感染経路不明者が増えてくる

要因としては、新型コロナウイルスは感染して

も、大体４０から４５％の人は症状が出ません。

例えば、流行地域に行って感染した方、クラス

ターが発生した接待を伴う飲食店に行って感染

した方が、実際に感染していても症状が出ない

中で、その人がさらに会食した友達とかに感染

を広げた場合、その症状が出た感染者をいくら

尋ねても、実はそういう感染のリスクのある行

動には行き着かないんです。

こんな形で専門のトレーサーを確保しても、

多分この感染経路不明者の割合はどうしても一

定程度出てくる。逆に言えば、早め早めにクラ

スターを潰していくことで感染経路不明者を減

らすことはできますが、今の時点では、途中で

症状がない人が少し出ているというところから、

感染経路の探求はある程度限界があると見てい

ます。

本当に毎日お疲れさまです。そうい猿渡委員

う大変な中で３３６床と７００室を確保してい

ます。また、ＰＣＲ検査９１７件を含めて、抗

原検査とか合わせて４千件と聞いていますが、

今、４千件いっているのか。可能な検査数は増

えているので、この４千件近くまでいっている

検査数をもっといかすことはできないのか。今、

受けているのは４７０件ぐらいだと思いますが、

できるだけ幅広く検査する、定期的な検査がで

きれば一番いいが、そういう面で可能な検査数

を大いに、もっといかすことができないのかが

１点。

それと、３３６床と７００室、ホテル等を含

め、その対応できるスタッフは大丈夫なのか。

防護具等の状況はホテル等含めて大丈夫なのか、

その辺、御心配の声をいただくので教えてくだ

さい。

まず、検査状況は、直近藤内感染症対策課長

１週間ではＰＣＲ検査に加え、それぞれの医療

機関で迅速診断キット、それも合わせて２，８

８２件。１週間単位で見ると、４１４件ぐらい

の数字になり、１日あたり４００件を超える方

が新型コロナウイルスの検査を受けています。

これは行政の検査能力は９１７件と御説明して

いるので、それに比べてもまだ少ないじゃない

かと思われるかもしれません。ただ、実際には

この行政のＰＣＲ検査以上に、今、県下で４３

６の医療機関でこの迅速診断キットを使って検

査できる態勢にあります。

幸い、迅速診断キットは続々製造メーカーが

承認され、供給は十分と聞いており、医療機関

が注文すれば、すぐ納品される状況にあります。

４３６の医療機関が、今こういう状況であり、

可能な検査数は増えているので、発熱がある場

合、躊躇なく迅速診断キットを使っていただけ

ます。最近報告される方の中にはそういう迅速

診断キットで陽性になって、ＰＣＲでも陽性と

いう方が増えてきており、さすがにインフルエ

ンザと同時流行した場合、１日最大４千件を目

標にしていましたが、今年は全国的にインフル

エンザが全くと言っていい状況で流行していな

いので、そういう意味で、今１日に４００件を

超える方が検査している状況は、今回インフル

エンザとの同時流行に備え、診療検査体制を準

備し、それがある程度機能していると評価して

います。

それから、宿泊療養や医療機関のスタッフに

ついて大丈夫かという御心配ですが、ステージ

２になり、医療機関には少しずつ負荷が蓄積し

つつあることはそれぞれの医療機関の医師や看

護師からも伺っています。

病床としては２０％余りの利用率ですが、も

ともと循環器だったり外科だったり、ほかの診

療をする、その医療機関に新型コロナの病床を

確保していただくので、これだけコロナの感染

者を診療する方が増えてくると、他の診療機能

への負荷が出てきます。そうした部分で全体の

負荷、医療負荷は少しずつ出てきている、スタ

ッフにとっても少し疲労が蓄積しつつある話は

耳にしています。

それから、宿泊療養については、今、多いと

きは１日に１０人近い方が退所し、また新たに

１０人近い方が療養施設に入っており、非常に
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効率よく回転しています。そこで働く看護職、

事務職等も確保していますが、その方々も、こ

れ以上増えると少しずつ負担が増えてくるので、

今、その強化に向けて手当をしています。

それから、御心配いただいた防護服等につい

ては十分確保されているので、その点について

は心配ないと考えています。

さっき言われた１日４１４件は、４猿渡委員

千分の４１４という理解でいいですか。

あくまで４千件というの藤内感染症対策課長

はインフルエンザが流行し、そのピーク時に瞬

間的に県内で４千人の発熱患者が出るのを見込

み４千件と考えています。ただ、４千分の４０

０いくつという割り算そのものは余り意味がな

いと思います。少なくとも、仮にそれだけ発熱

患者が増えた場合、４３６ある医療機関で迅速

診断キットができるので、もちろん増えないこ

とにはなりますが。（「でもマイナスの人は出

てこないから」と言う者あり）４００いくつと

いうのは検査をして、当然それで陽性の人が１

日に十何人という状況なので、あと残りの皆さ

ん陰性ということです。

誤解のないように、迅速診廣瀬福祉保健部長

断キットを診療所等いろんなところにお願いし、

５００近くの診療所で迅速診断キットでの検査

ができます。

既にそのスクリーニング場面で陰性と確認さ

れた方はかなりいます。だから、さきほど言わ

れたように、もっと増やしたらいいのではない

かということでしたが、実質は増えている状況

で、ちょっと怪しいなというケースも、今、確

認検査をやっています。

検査体制をかなり広げているので、実際は現

場、いろんな診療所とか病院とかでマイナスと

なっている方はかなりいます。それを、どの方

はどれと押さえる時間はさすがにないので、そ

ういった状況で県全体はそんな動きになってい

ると御理解いただければと思います。

今、我々がずっと教えていただいて阿部委員

いる内容は、いつ何度の熱が出たとか、咳が続

いているとか、いろんな症状が何種類かに分か

れて知らされるんですよね、人それぞれに違っ

た流れで。我々のところに報告がきたものを見

たとき、例えば、３７度何分だとかで咳が出て

いる、そういう人は従来の状況からすると、風

邪を引いたなと、何か薬を飲んで安静にしてお

けばいいかなと、次の日もまたそういう状況が

続いてきたとかいう報告もある。例えば、特効

薬を打つということもないでしょうから、治療

方法もそんなにないと思います。

そういう状況の中で、何日か我慢して、自宅

でじっと安静にしていたら熱が引いて、咳も若

干薬で治ったという方々、陽性から陰性、陽性

になったかどうかも分からない、検査を受けて

いるわけではないからですね。そういう方々が

おられるのかな。そういう人はほとんどいない

だろうと想定できるのかどうか。

なかなか難しい質問だと藤内感染症対策課長

思います。今回インフルエンザとの同時流行に

備え、今、これだけたくさんの医療機関を確保

し、専用の受診相談センターも設けています。

そういう熱がそれこそ８度、９度ではないが、

７度ちょっと、いわゆる微熱で喉がちょっと変

だなとか咳が出るなと、そういう状況でも遠慮

なく御相談くださいと呼びかけています。

中には、大したことないから２、３日様子を

見ようかなと、そして、いつの間にか治ってし

まったと、医療機関にもかからず職場に復帰し

ている方も確かにいるやもしれません。ただ、

これまで県内で３９７例、特に第２波になって

２３８人の感染が確認されていますが、一旦良

くなって、しばらく放っていて、やはり悪くな

って調べたら新型コロナだったという方は少な

いようです。最近やっぱり短くなりました。中

には４、５日症状があったのに、もっと早く受

診してほしかったなという方がいますが、１日、

２日ですぐ医療機関を受診して検査し、こんな

に早く分かったんだなという方が増えてきてい

ます。

今、委員が言われたように、ずっと家で療養

し、医療機関にもかからず、検査もせず、かか

ったのか治ったのかはっきりしない方もいると

は思います。それがどれくらいいるか、なかな

か分からないのが正直なところです。
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ちなみに私の思いだけ少し言わせて阿部委員

いただくと、我々議員が感染して陽性になった

ら、どこで何をして、どうしてなったのかとか、

逐一報告してくれと。そして、何らかの方法を

通じて皆さん方に伝えろという状況にあります。

私はなりたくないですよ。でも、どこでなるか

分からないですよね。だから我慢すると。

さきほど言った、そういう部分を言われたく

ないですよ、それは。行くな行くなという会合

に若干行きましたと。密を避け、少人数だから

といって行ったら、その中で陽性者がいたとい

うことをばーんと市中報告されたら相当な痛手

なんですよね。だけどどこでかかるか分からな

い。

だから、我慢している人は多分いるのじゃな

いかな。そこをどう我慢しないで早くかかりな

さいよ、それはあなただけの問題じゃなくて、

周りにも感染させないことにつながるんですよ

としっかり植え付けていかないと。やはりそう

いうことは出てくると思います。どうするかは

難しいことだと思うが、これからまたどんどん

感染者が増えていくのであれば、私は考えてい

く必要があると思うので、よろしく。どうです

か、そこのところ。

今、御指摘のあった早め藤内感染症対策課長

の受診を心がける、あるいはそういうときには

会社や学校も休むということを、これからまた

折あるごとにしっかり県民に訴えていきたいと

思います。

県庁内はこの１２月議会が始まっ御手洗委員

て、我々のいる２階では検温が始まった。県庁

内には出入口が一杯ありますが、検温はやって

いないようですが、どうやって県の職員の皆さ

んの感染症への対策を講じているでしょうか。

県職員に向けては人事課藤内感染症対策課長

と協力しながら、出勤前の体温測定をお願いし

ています。そういう意味で我々が出勤する際、

入口で体温測定は今やってはいないですが、ま

ずは体温チェックをすること。もちろん７度５

分とか発熱があれば、出勤は止める、あるいは

早めに医療機関を受診となっています。

県庁だから、不特定多数の方が多御手洗委員

数おいでになりますよね。入口でそういう方々

の対策を取っているという感じには見えないで

す。

例えば、私の施設では１日に１０回ぐらい検

温します。出入口に全部測定器を設置して対策

を講じています。あらゆる業種の方が感染症に

なっていますよね。県としてこういうところも

しっかりやっていくことが、コロナ対策になる

のではないかと思います。ただ、それには多額

の予算がいりますよね。検温する、あるいは自

動で測るとかもやはり考えていくべき時期に来

ているかと思いますが、いかがでしょうか。

医療機関だったり、高齢藤内感染症対策課長

者施設で入口で検温している施設が本当に増え

てきました。そういった施設においては、やは

り高齢者だったり、それこそ本当に抵抗力が落

ちている方がたくさん入所しています。そこに

感染者を入れた場合のリスクは非常に大きくな

るので、いろいろな施設の中で、いち早くそう

いう取組をするのは必要なことだと思います。

県庁の場合、基本的に働いている人は高齢者

はいないと言いますか、６５歳未満の方々が大

部分なので、そういった意味では他の施設に比

べると、感染した場合の重症化率が低いことに

はなります。ただ、御心配のように、今これだ

け県内感染者が増えてきているので、そうした

ことも今後検討すべき内容になってくるかと思

います。

他の自治体等において、ＰＣＲ検査河野委員

の拒否とか、行動履歴の調査に対する拒否など

に対応するため、場合によっては罰則付きの条

例等で、そういった拒否について規制をかける

動きもあるようですが、具体的に執行部として

その辺を検討したことはありますか。

確かに虚偽の報告をした藤内感染症対策課長

場合、調査に協力しない場合の罰則を設ける条

例を検討しているところがあります。感染症法

には調査に協力しなければならない、協力に努

めることという努力義務が国民には課せられて

います。ただ、それに対し、県独自で条例を作

って罰則規定を加えることで実効性が高まるか

というと、なかなかそこは難しいと思います。
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例えがいいか分かりませんが、実際の犯罪捜

査でも黙秘権が認められているように、感染症

にかかった人に取調べみたいに全部言わなきゃ

いけないということにはならない、仮に罰則を

設けてもそこは難しいのではないかなと思いま

す。

そうした法的制約もあり、そのあたりは法務

室とも少し相談して、今のところ、県としては

そういう条例を作る動きはありません。

反面、要はそういう規制が強まれば河野委員

強まるほど陰に隠れてしまう部分も心配されま

す。さきほどから言われているように、どのよ

うに自主的にそういった感染のおそれがあると

自覚した人が、きちんとした体制の中に入って

いけるかという部分、間口をいかに広げていく

かという知恵を皆さんと一緒にまた絞っていき

たいと思います。よろしくお願いします。

最近の事例から、会食時にマスク会木田委員

食を徹底したけど、その場でうつってしまった

という事例が全国のどこかであるのかどうか教

えてください。

そして、感染経路不明が非常に増えていると

思いますが、最近陽性となった人で、自分はＧ

ｏＴｏにも行っていないし、身に覚えもないと

いうことで、唯一あるとすれば、その方はＪＲ

通勤で別府から大分まで――あの間の通勤は東

京の電車と同じくらいすごく、押して入るぐら

いのラッシュになるそうですが、どうもそのこ

とぐらいしか覚えがないということでした。今

回経路不明が多いですが、公共交通機関での通

勤者がひょっとしたらあるのではないかと考え

られるか教えてください。

以前、スクールシャトルバスを中判田駅とか

で走らせたと思いますが、もうセンター試験間

近で、今こそそういう対応をすべきではないか

と文教警察委員にも伝えました。かなり密な状

況になっているようなので、その可能性は高い

のではないかと伝えたいと思います。

あと感染予防機器の購入助成があると思いま

すが、全国一斉で加湿器とか清浄機とか発注が

集中しています。大分県の場合、多分１月末が

期限になっていると思いますが、他県も同じよ

うな状況で３月まで期限を延ばしているという

ところもあるようです。大分県の対応状況はど

うなっていますか。

最初の二つは私がお答え藤内感染症対策課長

して、最後は医療政策課からお答えします。

まず、マスク会食で感染した事案はまだ我々

も明確に把握はしていません。少なくともマス

ク会食と、それからみんなが共用で触るしょう

ゆ差しとか、お皿を手渡ししたり、そういう部

分もきっちりやれば感染を防げると考えていま

す。

それから、ＪＲ通勤の感染リスクですが、確

かに東京とか、満員で通勤していますが、電車

での感染リスクは意外と少なく、電車の中でク

ラスターと言うか、集団発生したという事案も

ありません。

今、私もＪＲ通勤しているのですが、ＪＲが

車内での不要な会話はお控えくださいとアナウ

ンスしています。皆さんがマスクをして座って

いる分には感染リスクはまずありません。ただ、

マスクなしで大きな声で話したりして、もしそ

の方が感染していれば、車内で感染するリスク

がありますが、ＪＲの対応や、大体皆さん通勤

される方は協力をしていただいているので、感

染リスクは少ないのではないかと見ています。

さきほど二日市審議監兼健康づくり支援課長

は慰労金でしたが、今回は支援金等のお尋ねか

と思います。医療機関とか高齢・障がい者施設、

そして、新規については保育所とか児童養護施

設なども対象になる感染防止対策の費用ですが、

全部で１万４００事業所ぐらいが対象になりま

す。予算規模７０億円ですが、まだ今のところ

受け付けたのが１，４００事業所ほどで１４％

です。これは今、委員に御指摘いただいたよう

に、品物がまだ届かず納品を待っているとか、

一度の申請で済ませたいので、領収書を全部そ

ろえて、限度額一杯に持って行って申請しよう

という事業所が多いためだと見ています。早く

申請していただいて早くお支払したいので、度

々督促したところ、１２月になってかなり申請

が出てきたので、１２月中にお支払したいと思

います。１月末の期限を３月末にすると皆さん
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ずっと引っ張ってしまうことがあって、一旦期

限を切っていますが、もちろん申請は引き続き

受け付けると思います。

柔軟に対応していただくということ木田委員

でありがとうございました。

私も今、夜の繁華街に全く出ずに家で食事を

しています。聞くところによると、飲食店もが

らんがらんと言うか、かなり客足が止まってい

て、経営者から悲鳴があがっていて、キャンセ

ルが出た、誰も来ない、もうもたないという声

が非常に多いです。マスク会食がかなり有効だ

ということであれば、そこら辺を成果か証拠か

分かりませんが徹底していただき、可能な会食

はできるだけしていただくとかしないと、大分

の街がもたないような状況になります。その辺

の呼びかけの徹底をぜひしていただきたいと思

います。

要望としては、スクールシャトルバスももう

一度走らせていただけると、少し安心するとい

うことがあったので、そのこともお伝えします。

ほかに御質疑はありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようですので、井上委員長

藤内感染症対策課長はここで新型コロナウイル

ス感染症対策のため退席します。ありがとうご

ざいました。

それでは、次に、②から④について説明をお

願いします。

委員会資料の７ページをお一丸医療政策課長

開きください。

第７次大分県医療計画の中間見直しの素案に

ついて御説明します。お手元に素案本文をお配

りしていますが、委員会資料で御説明します。

１医療計画の中間見直しに関する基本的事項

については、第３回定例会において御説明しま

した。

２５疾病及び５事業及び在宅医療の主な取組

ですが、がん医療、脳卒中医療、心筋梗塞等の

心血管疾患医療、糖尿病医療、精神疾患医療の

５疾病、そして、その下、小児医療、周産期医

療、救急医療、災害医療、へき地医療の５事業

及び在宅医療について、それぞれ主な取組を記

載しています。

このうち、見直しにより新たに記載した取組

としては、下線を引いている部分ですが、災害

時小児周産期リエゾンの任命や、人生会議に関

する普及啓発の推進等があります。

なお、新型コロナウイルス感染症等の対策に

ついては、現在、国において新興感染症の感染

拡大時における医療を次期医療計画の記載事項

に追加することが検討されています。

最後に、今後のスケジュールについてですが、

１月にパブリックコメントを実施した上で、来

年２月の第１回定例会において成案をお示しし

たいと考えています。

委員会資料の８ページを黒田高齢者福祉課長

御覧ください。

お手元に素案本文をお配りしていますが、委

員会資料で御説明します。

おおいた高齢者いきいきプラン（大分県高齢

者福祉計画・介護保険事業支援計画）（第８

期）の素案についてです。

まず、第８期計画の基本理念ですが、高齢者

が生きがいを持って、健康で、安心して暮らせ

る地域づくりの推進～地域共生社会の実現に向

けた地域包括ケアシステムの深化・推進～とし

ています。

第１章生涯生きがいを持って活躍できる社会

づくりの推進では、①の地域活動への参画促進

として、老人クラブやボランティアの活動支援、

②のスポーツ・芸術・文化機会の確保として、

生涯学習、スポーツの推進などについて記載し

ます。

目標指標として、６５歳以上の高齢者のボラ

ンティア登録数などを指標としています。

第２章いつまでも健康でいられる環境づくり

の推進では、②の介護予防の推進として、専門

職の効果的な関与等による住民主体の通いの場

の充実、③の自立支援・重度化防止の取組の推

進として、生活機能の改善に資するサービスの

適切な利用の推進などについて記載します。

目標指標として、通いの場への高齢者の参加

率などを指標としています。

第３章地域で安心して暮らせる基盤づくりの
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推進では、①の地域ケア会議の充実・強化とし

て、市町村への個々の課題に応じた個別支援、

②の生活支援サービスの充実として、生活支援

コーディネーターの取組支援、④の医療・介護

連携の推進として、市町村における効果的な事

業実施の支援などについて記載します。

目標指標として、地域ケア会議に１回以上参

加している生活支援コーディネーターの割合な

どを指標としています。

第４章必要な時に安心して介護サービスを受

けられる基盤づくりの推進では、①の介護サー

ビスの充実として、居宅・地域密着型・施設サ

ービスの充実、②の介護人材の確保・育成とし

て、参入促進、離職防止・定着促進、現場革新

などについて記載します。

目標指標として、県内の介護関係職種の有効

求人倍率などを指標としています。

第５章認知症施策等の推進では、①の認知症

施策の推進として、普及啓発・本人発信の支援、

認知症への備え、社会参加支援などについて記

載します。

目標指標として、認知症ピアサポーター登録

数などを指標としています。

次に、委員会資料河野こども・家庭支援課長

の９ページをお開きください。

お手元に素案本文をお配りしていますが、説

明は委員会資料で行います。

大分県ひとり親と困難な生活環境にある子ど

もの支援計画の素案についてです。

本計画の策定にあたっては、これまで、国の

子供の貧困対策に関する大綱等に基づき、庁内

連絡会議や大分県ひとり親と困難な生活環境に

ある子どもの支援計画策定委員会において、第

６章の具体的な取組を中心に検討してきました。

計画は、全部で六つの章で構成していますが、

第１章から第３章は、第３回定例会における骨

子案にて御説明しているので省略します。

最初に、第４章の計画の推進にあたってでは、

各取組を所管する教育分野や福祉分野等の関係

部局、また、市町村や民間支援機関との連携を

図るとしています。

次に、第５章の計画の評価ですが、本計画で

は２４の指標を設定し、その目標達成度により

評価するとしています。主な指標としては、１

（２）の３歳児むし歯のない者の割合として、

現在８１．９％となっていますが、引き続き８

０％以上を維持することを目標としています。

次に、２（１）の朝食を毎日食べる子どもの

割合として、現在８５．０％を全国平均以上と

して目標を設定します。また、３（２）の子ど

もがいる世帯のうち、電気、ガス、水道料等の

未払経験の割合ですが、今月実施する子ども・

子育て県民意識調査で新たに調査し、目標値を

設定します。

次に、第６章の具体的な取組では、１教育の

支援、２生活の安定に資するための支援、３保

護者に対する職業生活の安定と向上に資するた

めの就労支援、４経済的支援の四つの柱で具体

的な取組を記載します。

主な取組としては、１（１）の幼児教育・保

育の無償化の推進及び質の向上として、幼児教

育と小学校教育の円滑な接続を図ります。また、

１（６）の地域における学習支援として、各地

域で実施している小学生チャレンジ教室等のさ

らなる充実を図ります。次に２（４）の子ども

の居場所づくりへの支援として、子ども食堂が

継続して運営できるよう支援していきます。さ

らには、２（６）の広報・啓発の充実として、

支援が必要な方に支援制度の周知が確実に届く

よう努めていきます。

このほか、ひとり親家庭の支援や子どもの貧

困対策の推進に向けて、第６章に記載している

具体的な取組を記載するとしています。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

医療計画は、中間見直しで今から３猿渡委員

年間の計画ですが、一番下の感染症について、

さきほど国で次期計画の事項に追加することが

検討されていると説明がありました。この時期

にわざわざ見直しをするわけですよね。５疾病

の中に感染症がなく、これから３年間の計画を

せっかく今見直しするなら、感染症についての

項目がいるんじゃないか、国が次に見直すかど
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うかとかと言っていますが、そこは必要と思い

ます。

それとおおいた高齢者いきいきプランの第８

期計画です。介護保険料がどうなるかが一番関

心が高いと思います。それは市町村の計画で決

まりますが、県の計画と連携しており、そこが

一番の皆さんの関心事です。ある方に聞いたら、

２か月の年金が１４万４，２００円余りで、１

回の年金から１万２，６００円とか１万２，８

００円とか介護保険料が引かれるんですね。介

護保険料だけでなく、この方は後期高齢者で後

期高齢者保険料も引かれるので、年間で合わせ

て２か月分の年金が引かれると言うんですよ。

１０か月分の年金で生活しろというのかと言わ

れるんです。

今でもそういう状況にあって、このままいく

と高齢化が進み、サービス量がどんどん増えて

いくので、介護保険料が上がることが心配され

ます。別府の保険料でも１期目の保険料から１．

８倍を超えて、今、基準額で年間７万１，３０

０円ですが、どこも２倍近くになっていますよ

ね。もう次は倍超えるのではないかというぐら

い、２０年前に比べて毎回上がってきています。

この保険料を抑えるには国の負担を増やすし

かないと私たちはずっと言い続けています。課

長も副知事も厚生労働省から来ていますが、そ

こしかないと思います。年金は減っているし、

いろんな介護保険料とか消費税とかの負担は増

えているし、高齢者の状況は非常に厳しく、こ

の計画で言っているように健康に過ごしていく

ような状況にないんですよね。寒い時期でも暖

房を我慢し、暑い時期でも冷房を我慢してとい

う状況が本当に広がっているので、国の負担を

増やすべくぜひ頑張っていただきたいと思いま

すが、どうでしょうか。

医療計画の中の感染症対策一丸医療政策課長

ですが、御意見はごもっともかと思います。正

に、今、ちょうど国でも対策の中身について、

議論を始めたところです。確かにちょっと時期

がというところもありますが、そういったとこ

ろを待ちながら検討していきたいと思います。

委員の御指摘のとおり、黒田高齢者福祉課長

現在、市町村では介護保険事業計画の策定段階

にあり、今後３か年の介護保険料の算定に向け

た作業を進めています。

私どもも秋の段階で、また今月にかけ、どう

いった状況なのか市町村とコミュニケーション

を取りながら、保険料の設定等について協議を

しながら進めてきています。言われるとおり、

高齢化が進む中でどうしてもサービスを必要と

する方が増えている。全体の財源の半分が４０

歳以上の方の保険料で成り立っているという制

度を鑑みると、どうしても上がっていくことが

なかなか避けられない状況が続いています。一

方で、健康づくりの取組の効果も見ながら、市

町村ではなるべく皆さまに御負担がないように

ということで、今、ちょうど頭を悩ませている

と承知しています。

私は確かに国から来ていますが、県の立場と

しては、確かに県の負担金もあるし、そういっ

た意味では今の制度の持続可能性を踏まえると、

財源構成の見直しも含めて検討いただくという

ところは、全国知事会を通じいつも要望してい

ます。そうは言っても、なかなか限られた財源

をどのように使っていくのかが非常に難しいと

ころかと思います。なるべく負担がないように

と取組を進めていきたいとは思っています。

医療の関係で、国がここを見直さな猿渡委員

いと、県としては独自にはやれないですか。感

染症を入れることはできないですか。

全国での状況を見てという一丸医療政策課長

ことになろうかと思います。そういった全体的

なところを見てからと考えています。

資料９ページの子どもの支援計画で木田委員

すが、生活環境部の青少年健全育成で要望して

きましたが、玉田議員が今回質問で取り上げた

ヤングケアラーは今回の子どもの支援計画でど

こかに盛り込まれるのか。第６章の具体的な取

組で言えば２番ぐらいに入ってくるのかなと思

います。それの取扱いがどうなっているか、お

願いします。

実際、策定委員会河野こども・家庭支援課長

等でもヤングケアラーの問題等は委員から指摘

をいただいているので、盛り込めるところに盛
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り込むことを考えていきたいと思います。

ほかに御質疑はありませんか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようですので、井上委員長

次に、⑤から⑦について説明をお願いします。

委員会資料の１０ページを藤丸障害福祉課長

御覧ください。お手元に素案本文をお配りして

いますが、委員会資料で御説明します。

計画は、六つの章で構成しています。大分県

障がい福祉計画関係は第３章、大分県障がい児

福祉計画関係は第４章となります。

まず、第１章は、計画の趣旨等として、計画

策定の趣旨と性格、計画期間等について記載し

ます。

次に、第３章の障がい者が地域で心豊かに暮

らし働ける社会づくりの推進は、二つの施策で

構成されており、１の障がい者が安心して暮ら

せる地域生活の推進では、（４）地域共生社会

の実現や（５）アルコール等の依存症対策の推

進を新たに盛り込むほか、成果目標として①②

の福祉施設入所者の地域生活への移行等を掲げ

ています。

２の障がい者の就労支援では、（１）障がい

者雇用率日本一に向けた支援の充実や（２）障

がい者の工賃向上のための支援の充実に取り組

み、成果目標として①障がい者雇用率の全国順

位等を設定しています。

第４章の障がいのある子どもと家庭への支援

は、１障がいのある子どもへの支援と２障がい

のある子どもの家庭への支援に取り組みます。

成果目標として、①発達障がい者支援専門員の

養成数等を目標に掲げます。

第５章は、地域の実情を県の施策に反映させ

るため、地域生活支援事業の実施内容や障がい

福祉サービス量の見込みについて記載していま

す。

第６章の計画の推進に向けてとして、関係機

関や市町村との連携や大分県障害者施策推進協

議会を通じた進行管理体制と計画の点検・評価

の方策について記載します。

委員会資料の１１ページをお開きください。

お手元に素案本文をお配りしていますが、委員

会資料で御説明します。

大分県ギャンブル等依存症対策推進計画の素

案についてです。

本計画の策定にあたっては、第２回定例会で

の骨子案説明後、大分県ギャンブル等依存症対

策推進協議会において検討してきました。

計画は、全部で五つの章で構成していますが、

第１章、第２章、第５章は、第２回定例会にお

いて御説明しているので省略します。

第３章の計画の基本的な考え方ですが、１の

基本理念として、発症、進行及び再発の各段階

での防止対策とギャンブル等の関連問題に関す

る施策との連携の２点を、２の基本方針として、

正しい知識の普及、相談支援体制づくり、医療

提供体制の整備など４点を掲げています。

この基本的な考え方に基づき、第４章の具体

的な取組を定めていきますが、１発症予防（１

次予防）では、（１）教育の推進等に努めると

しています。

次に、２の進行予防（２次予防）では、

（１）相談支援の充実として、相談拠点機関を

中心とし体制の整備等を定め、取組を行うとし

ています。

また、３再発予防（３次予防）では、ギャン

ブル等依存への周囲の理解と支援が重要である

ことから、（１）社会復帰への支援において、

依存症は回復できる疾患である等の理解の促進

を図るとともに、自助グループや、関係機関と

の連携に努めます。（２）民間団体の活動に対

する支援では、自助グループ等との連携促進や

支援を行うとしています。

また、４の人材育成や５の調査研究の推進等

にも取り組みます。

委員会資料の１２ページを木内国保医療課長

御覧ください。お手元に素案本文をお配りして

いますが、委員会資料で御説明します。

大分県国民健康保険運営方針の見直しの素案

についてです。

今回の見直しは、第３回定例会において御説

明しましたが、国が５月に改訂した運営方針の

策定要領に基づき行うものです。

見直しの内容ですが、大きく４点ほどありま
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す。

まず、一つ目は、左下の第４章の４（５）将

来的な保険税率についてですが、将来的には保

険料水準の統一を目指す方向で議論し、引き続

き市町村と課題を検討していきます。

二つ目は、同じく第４章の５（４）決算剰余

金の活用についてですが、国保特別会計で生じ

た決算剰余金の一部を、県の基金に積み立て、

今後の医療費水準の変動や前期高齢者交付金と

いった公費の精算等に備えます。

三つ目は、同じく第４章の６（２）赤字の解

消についてですが、決算補塡目的の法定外繰入

れ等を行っている市町村について、その市町村

ごとに赤字の要因の分析や法定外繰入れの状況

の公表を進めます。

最後に、保健事業関係として、右上の第５章

の４の健康寿命の延伸・医療費適正化に向けた

取組及び６の保健医療福祉サービス等に関する

施策との連携についてですが、今までの取組と

あわせて、特に、保健事業実施計画に基づくデ

ータヘルスの推進や糖尿病性腎症等の生活習慣

病重症化予防の推進に取り組むこととし、また、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等

に取り組みます。

以上で説明は終わりました。井上委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これで井上委員長

諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも井上委員長

ちまして、福祉保健部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔福祉保健部退室、生活環境部入室〕

これより生活環境部関係の審査を井上委員長

再開します。

まず、第１２２号議案大分県自転車の安全で

適正な利用の促進に関する条例の制定について、

合い議先の文教警察委員会から回答がありまし

たので、これより採決します。

文教警察委員会に合い議をした結果は、原案

のとおり可決すべきであります。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の井上委員長

とおり可決すべきものと決定しました。

それでは次に、午前中に再審査することにし

ました、第１２３号議案公の施設の指定管理者

の指定について、執行部の説明を再度求めます。

私から今、配りました橋本自然保護推進室長

公の施設の指定管理者の指定についての１ペー

ジ、左側を御覧ください。

大分県長者原園地について御説明します。一

つ目の収支は過去３か年の収支を掲載しており、

令和元年度は収入２，５９７万４千円、支出２，

３０１万円で２９６万４千円の黒字となってい

ます。

次の目標指標と実績は、長者原オートキャン

プ場利用者数を目標値として、過去５か年分を

掲載していますが、令和元年度は７千人の目標

に対し、８，７３４人の実績となっています。

なお、今年度は新型コロナウイルスの影響に

より、５月上旬までは閉鎖していましたが、８

月以降、利用者は前年度より増加傾向にありま

す。

三つ目の次期目標指標は、令和３年度の利用

者数を７，９００人、令和４年度が８千人、令

和５年度が８，１００人の目標を立てています。

その下、選定委員会は、九重町の区長会長や

観光協会長、税理士など５名で構成しています。

次の２ページの上半分を御覧ください。施設

の概要です。長者原園地は駐車場や園地のほか、

植生復元施設があります。

この写真で言う右側、長者原オートキャンプ

場は、ケビン１０棟、オートサイト４０区画、

フリーテントサイト４０区画となっています。

３ページを御覧ください。大分県長者原園地

の指定管理候補者の選定結果についてです。左

側３番目の大分県長者原園地の指定管理候補者
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選定の経過です。

本年７月３日に第１回選定委員会を開催した

後、公募を開始し、一番下の１０月２６日の第

２回選定委員会で候補者を選定しました。

右側の４の審査の方法、審査基準及び配点に

ついてです。

表の左側の選定基準にあるとおり、一つ目、

住民の平等な利用が確保されるとともに、サー

ビスの向上が図られるものであること。二つ目、

公の施設の効用を最大限に発揮するものである

ことなど、四つの基準に基づく審査項目を定め

ており、配点は１千点となっています。

４ページを御覧ください。５番目の申請団体

は、有限会社吉武建設の１団体でした。

その下、６番の選定結果及び選定理由です。

厳正な審査の結果、有限会社吉武建設を指定

管理候補者として選定しました。

選定理由はその下にありますが、「これまで

の実績や経験等を踏まえた実現可能性の高い具

体的な内容となっており、利用促進（目標達

成）が十分期待できる点が評価された」「広報

計画等利用促進への取組、地域の関係機関との

連携・協働の項目をはじめ多くの項目で高得点

を得たため、指定管理候補者に選定した」です。

指定期間は令和３年４月１日から令和６年３

月３１日までの３年間です。

その下５ページには、審査項目ごとの得点を

掲載しており、総得点は１千点満点で７７７点

でした。

大分県長者原園地の説明は以上です。

おおいた動物愛護セ樫山食品・生活衛生課長

ンターについて御説明します。

１ページ、収支は午前中説明しましたが、申

し訳ありません、元年の収入が２９１万９千円

と言いましたが、８千円でした。訂正します。

平成３０年度はマイナス１２万５千円、令和

元年度はマイナス１６万８千円で赤字です。

目標指標と実績は、平成３０年度は、平成３

１年２月開所ということで、犬の頭数で１，２

１１頭です。令和元年度は、目標値１万１千頭

を掲げていましたが、９，６４３頭で若干少な

目の実績となっています。令和２年度はコロナ

の影響がありましたが、野外施設ということで

意外と落ち込みは少なく、９月末までの上半期

は前年度比５．４％の増加となっています。

次期目標指標は、令和３年度は１万頭、令和

４年度で１万１千頭、令和５年度から令和７年

度までは１万２千頭の目標値を設定しています。

選定委員会メンバーは、専門家として立川獣

医師や九州アフリカ・ライオン・サファリ株式

会社取締役園長の神田先生、経営面から県生活

衛生営業指導センターの大島経営指導員、あと

は県と市の共同運営なので、県の私と大分市保

健所衛生課長の川野さんとなっています。

２ページは、指定管理の施設で黒マルのドッ

グランが２，４１２平方メートル、その横の多

目的広場が１，３９９平方メートルを確保して

います。

６ページを御覧ください。選定結果について

記載がありますが、選定委員は今説明したとお

りで、３番から御説明します。

第１回選定委員会を令和２年６月３０日に開

催し、長者原園地と同じ形で、最終的に第２回

選定委員会の１０月２９日に選定しています。

右側を御覧ください。審査の選定基準は、一

番左側の１、２、３、４は長者原園地と一緒で

すが、審査の項目の２番の（１）の「ドッグラ

ンの利用頭数の向上を図るため」、これだけが

文言が違っています。

あと、配点についても長者原園地とは違って

いますが、合計点数は１千点で一緒です。

５番の申請団体は、九州乳業株式会社１団体

が申請しています。

６番の選定結果は、九州乳業株式会社で、理

由はそこに記載しているとおりですが、１年少

しの実績と、施設の安定した運営を実現するた

めの経営基盤や組織的なバックアップ体制、ま

た、敷地内に本社があるので、そういったとこ

ろも選定の大きな理由となっています。

指定期間は、令和３年４月１日から令和８年

３月３１日の５年間となっています。

８ページが審査結果です。１千点満点中６６

１点の得点で選定に至ったということです。

以上で説明は終わりました。井上委員長
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これより質疑に入ります。御質疑、御意見が

あればお願いします。

事務局はどこまで話をしていただ御手洗委員

きましたか。今、説明を受けましたが、私が質

問をしたのは、選定委員会の委員をどういう基

準で選んだのですかということと、選定委員会

に出した資料を提示してくださいということで

あったと思うんですが。今、ここにはないです

が。

さきほど、福祉保健部で同じ質問をしている

んです。そしたら、福祉保健部はこうやってメ

ンバーをあげてきている。どういう基準でこの

方々を選んだというものを。

まず、選定メンバー樫山食品・生活衛生課長

の選定基準について、さきほど１ページで説明

したとおり、当然経営基盤を細かく見ていただ

く関係上、県生活衛生営業指導センターの経営

指導員の大島様を選んでいます。あと動物を扱

う施設なので、そういった意味で専門家の獣医

師会長の立川様、また、同じような動物を扱っ

て営業なさってノウハウがある九州アフリカ・

ライオン・サファリの神田様ということで、そ

の３名を選定しています。あとは県と市の共同

経営なので、その担当課の課長ということで私

と川野課長が選定されています。それが理由に

なります。

あと、委員会に出した資料を今持ち合わせて

いませんが。

さきほど委員会に出した資料は非井上委員長

常に多いので、ちょっとまとめたのをという話

でしたが、委員会に出した資料も持ってきます

ということでしたよね。

事務局ね、説明するなら事前に打御手洗委員

合せしておかないとこういうことになりますよ。

長者原園地の選定委員橋本自然保護推進室長

会の選定委員……

委員を選定した基準をペーパーで御手洗委員

出してください。

説明させていただいて橋本自然保護推進室長

よろしいですか。

ペーパーがないと。あるだろう。御手洗委員

今の資料に基づいて説橋本自然保護推進室長

明させていただきたいと思っていますが、よろ

しいでしょうか。

まずは説明をしてもらいましょう。井上委員長

ぺーパーは出るんでしょう。御手洗委員

はい、ペーパーはまた橋本自然保護推進室長

準備しますが、今ある資料で説明させていただ

いてよろしいでしょうか。

選定委員に関する説明をお願いし井上委員長

ます。

資料の３ページ、左側橋本自然保護推進室長

の２番目に選定委員会の委員が５名掲載されて

いますが、実は右側の４番に選定基準というの

があります。

例えば、１番の「住民の平等な利用が確保さ

れるとともに、サービスの向上が図られるか」

ということを審査していただく専門家、有識者

ということで委員長の九重町区長会、小田会長

にお願いしました。

それから、選定基準２番目の「公の施設の効

用を最大限に発揮するものであること」という

ことで、九重町にはほかにキャンプ場、オート

キャンプ場、様々な観光施設があるので、そう

いったものとの連携も考えなくてはいけないと

いうことで九重町観光協会の岐部会長に委員に

なっていただきました。

３番目の「管理に係る経費の縮減、あるいは

経営能力」を審査していただくため、原田税理

士に選定委員になっていただきました。

あとの２人は、それぞれ九重町と私でそれぞ

れ施設設置者の行政の代表ということで参加さ

せていただいています。

以上５名です。

福祉保健部はこうやって名簿を出御手洗委員

していただいている。さっきおっしゃったよう

なこともあるので。そういうことです。

いいですね、これは午前中の最後、あれから

もう４時間たっているわけです。ですから、こ

ういうことでは……やはり選定委員会に出した

資料を一緒に出してください。

資料はこれだけだったんですよ、これだった

んですよでいいわけですから。選定委員会に出

した資料を。もうないならないでいいわけです
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から。

選定委員会に出した資料は何かフ井上委員長

ァイルしたのがありましたよね。これだけある

から短くまとめますということで。

今、お配りしているの橋本自然保護推進室長

が、大分県長者原オートキャンプ場及び大分県

長者原園地の管理運営に関する事業計画書で、

申請者である吉武建設から提出された事業計画

書、申請書です。実は、このほかとして添付資

料に納税証明とか財務指標とか個人情報に該当

するもの、あるいは県との今後のやり取りの中

で必要な様式といったものが膨大に添付されて

いたので、今、お配りしたものは事業計画、内

容の部分を提出しています。

もう最後にしますが、これが諸般御手洗委員

の報告であればおっしゃるとおりでいいです。

議案でしょう、第１２３号議案でしょう。報告

と同じような解釈をされているのではないです

か、諸般の報告と。これは議案ですよ。議案審

議のために１２時前に資料を出してくださいと

いうお願いをして４時間たっている。報告なら

いいですよ。（「委員長から、これ……」と言

う者あり）あとはもう委員長に任せる。（「ど

うしてこうなったというのを……じゃ、私から

いいですか」と言う者あり）

今まで指定管理の問題について、今阿部委員

に始まったわけじゃないので、指定管理の制度

を導入した時点からずっとやってきたわけです

が、今日の、特に長者原園地とおおいた動物愛

護センターについては、指定管理料とか債務負

担行為とか、なしなしでぱっぱっと来て、この

ままの書類がぽんとここに来ているわけですよ

ね。これで議案として審議をしてと言っても、

じゃ、本当にこの経費がなかったんですかとい

ったら、オートキャンプ場ではこれだけの売上

げがあって、これをもって長者原園地も管理を

しているということでしょうから。オートキャ

ンプ場ではどれぐらい利益があって、この金を

経費として回しているのかという説明までして

もらわないと。これだけぽんと出てきて、そう

いう状況だったので、今みたいな議論になって

しまったわけですよ。だから、議案として出た

以上はもう少し丁寧に私どもに説明していただ

きたい。

そして資料が、例えば、こういう資料でも、

時々あるじゃないですか、ちょっと目を通して

くださいと。しかし、これは個人情報に関する

から回収しますよといって回収すればいいんで

すよ。

だから、やはりそれくらいまでの配慮がほし

いなということだと思うので。そこのところは

そういうことでね、私から言っていいのかな。

じゃ、そういうことで締めてください。

いろいろ意見が出たように、あく井上委員長

まで諸般の報告じゃなくて、付託案件である場

合は、もう少し丁寧な説明を委員会で行ってい

ただきたいということを申し入れたいと思いま

す。（「それと資料の提出ね」という者あり）

資料の提出も。よろしくお願いします。（「後

日来るんですね」と言う者あり）今のメンバー

の分ですね。（「提出します」「速やかに」と

言う者あり）

ほかにありませんでしょうか。井上委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ井上委員長

より採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案井上委員長

のとおり可決すべきものと決定しました。

これをもちまして、生活環境部関係の審査を

終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔委員外議員、生活環境部退室〕

それでは、内部協議を行います。井上委員長

まず、閉会中の所管事務調査の件について、

お諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中の継続調査をしたいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕
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御異議がないので、所定の手続を井上委員長

取ることにします。

次に、議員提案により制定された政策条例の

検証についてです。

お手元にお配りした条例一覧を御覧ください。

福祉保健生活環境委員会は、生活環境部所管

が２本、福祉保健部所管が３本あります。

常任委員会でこれらの条例の検証について、

委員長連絡調整会議で議長から提案がありまし

た。

検証するかどうかや検証の進め方については、

委員会に委ねられています。

私としては、福祉保健部から１本、生活環境

部から１本、制定年の古いものを検証してはど

うかと考えていますが、いかがでしょうか。

具体的には、福祉保健部ががんの条例、生活環

境部が飲酒運転の条例です。

〔協議〕

それでは、福祉保健部所管の大分井上委員長

県がん対策推進条例と生活環境部所管の大分県

飲酒運転根絶に関する条例を令和３年第１回定

例会の常任委員会にて検証することとします。

最後に、参考人招致です。

事前にお知らせしていますが、１２月１１日

に第３委員会室にて、１３時３０分より大分地

方気象台の立川真彦防災管理官から大分県の気

象特性と防災気象情報について、また、１４時

４０分より中津市民病院の武末文男臨床研究部

長から暮らしの中で取り組む新型コロナウイル

ス感染症対策について、意見聴取したいと考え

ていますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにします。井上委員長

なお、立川防災管理官の招致については、土

木建築委員会との合同委員会となります。

最後に、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これで委井上委員長

員会を終わります。

お疲れさまでした。


